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主な用言語 ・定義語一覧
周蕗・定義鰭 内容

1大学の組織等に閲する用語
本大学 学校法人態マリアンナ医科大学を指す．

理事会 私立学技法第36条にliSづき設霞された、本大学の理事会を備す二

教授会 学校教育古島第93粂に誌づき般信された、本大学の教授会を指す．

入試委員会 教僚会に偉かれる常盤＂＇員会の lつである入鈴委員会を指す。

合容判定会織 本大学の一般入学試験の第1次試験及び第2次紋験それぞれにお
ける、入拡委員会による合否判定のための会縫を指す。

m;:司王 ， 
私立学校法第35条に基づき放置された、本大学の院事を指す．

2.繍筆に関する用絡

大学入学試験室 文部科学省高等教育局大学綬典課大学入学総験室を指すユ

本件緊急調査 文部科学省の大学入学試験室が平成30年8月から実施した『医学
部隠学科の入学者選主主における公正磁保軍事に係る緊急澗査Jを指
す，

本｛牛妓筏 本大学の一般入学試験において、性別現19.1基分等の属性を理由
とした一律の差別的取扱いに及んでいるのではないかとbづ 、文

部科学省の大学入試試験室から呈された疑義を指す．

本件監事監査 平成30年度の本大学の入学紙験に限1し、監事力号、平成31Jc手l)'I 

に＂＇庖した監査を指す．

監事監査報告書事 本件E主事位置Eの結集作成されたm;:査報告書を指す．

本調査 本件疑銭に関連し、当委員会が行った調査を指す．

絢査対象年度 本潟査の対象となった一般入学寄生験の入試年度であり、平成27年
度から平成JO年度を指す．

本件ヒ:r，ング 当委員会が実臆した本大学の役続員・元役職員らに対するヒアリ

ングを指す。

本件7;4'レンジンク測量E 当委員会が実施したデジタル 7,tレンジック調査を錯す．

本件依拠資斜 本件疑義に関連する本大学の規程、入学獄験聖書項、 志願重厚・側資

書、入学試験結呆ー覚書事本大学並びにその役犠員及び元役職員ら

から受似した資料のうち当委員会が本報告書作成時に依拠した主

たる資料を指す．

3.その他のii:要な周跨
現役生 本大学の受験にあたり、高等学校卒業見込みである受験者・を指す．

浪人生 本大学の受験にあたり、高等学校焼事である受験者をおす．

現i良区分 現役生か浪人生か、 また、何年間浪人しているかによる受験者の

区分を指す．

志願繋 本大学の一般入学試験受験者が出願時に提出する、当絞受験者が

作成する受験若’の氏名、出身高等学校．スポーツ ・線外活動の記



用語 ・定義語 内容

録等及び志望動機等が記載された谷市を指す．

調査帯 本大学の一般入学総験受験者が出願時に提出する、当政受験者の

出身高等学校が作成する受験者の氏名、出身高等学校における評
定｛直、限外活動等に闘する所見等が記載された帯簡を提言す。

入試作集室 本大学校舎の地下にある入学試験の成績処理事事を行うための作業

部屋を悔す。

入試作業室パ＇／ ，：，ン 入試作祭護に股鐙されTいた3台のパ＇／ ，：，ンを指す．

入試管理シスァム 入試作業蜜パYコンにおいて操作する、入学試験の点数を管理す

るための＇／ 7トウ£アを指す．

平成 27 停~入依 平成27年 1月から2月にかけて実権された、本大学の平成27年

~入学者i撞抜のためのー絵入学試験を指す．

平成28年度入試 平成28年 1月から2月にかけて実施された、本大学の平成28年

度入学者選抜のための一般入学試験を指す．

平成29年度入獄 平成29年 1月から2月にかけて実施された、本大学の平成29年

度入学者選抜のための一般入学祭験を指すe

平成 30年度入試 平成30年 1月から2月にかけて実施された、本大学の平成30年

皮入学者選依のためのー般入学試験を指す。

平成31年度入試 平成31年 1月から2月にかけて実施された、本大学の平成31年

度入学者選肢のためのー般入学E世絵を指す．

本件ヱクセルファイル① 本体7オレンジック鯛査で発見されたエク Uレ77イルであり、
制箆対象年度の大半の第2次訴験受験者の受験器号、性別、年齢、

現~区分並びに第 2 次試験科目の合計，＃.及びその税目ごとの内訳
等の記載を含む『入試情報Jと題するシー トを含むファイルを指

本体エクセルファイル② 本件7＊レンジァク繍資で発見されたzクセルファイルであり、
平成28年度入試の全ての第2次試験受験占ーの氏名、性別、停車章、
現lR区分等がie秘された［0517会志願者（ー次不合絡＋合格）Jと
題するシートを含む77イノレを指す．



第1 本調査の概要

I 当委員会の設置の経絡

平成30年7月、文部科学省の幹部総員が学校法人東京医科大学の入学者選敏に関し同大

学から便宜を受けたとして受託収賄容疑で逮捕 ・起訴される事案が発生した。これに関連し、

同大学が実施した内部調査において、岡大学の医学部医学科の入学者選抜に関し、 特定の受

験者の試験結果への加点や、受験者の性別・現淡区分lに応じた試験結果への加点が行われ

ていたという事態が判明した。

このような事態を受け、文部科学省高等教育局大学振興銀大学入学試験室（以下「大学入

学試験室jという。）は、平成30年8月から、学校法人聖マリアンナ｜実科大学（以下 『本大

学Jという。）を含む医学部医学科を偉く図公私立大学に対し、入学者選銭の実絡体制や災

施状況等についての緊急調査（『医学総医学科の入学者’選抜における公正確保等に係る緊急

調査J。以下 f本件緊急澗査Jとし、う。）を実絶した。

これに対し、本大学は、受験者の性別 ・現浪区分という~·I生を理由とする一律の差別的取

扱いに及んだことはない宵を回答した。しかし、大学入学試験室は、本大学に対する訪問調

査等を実施した上で、平成30年 12月 14日付の『医学部医学科の入学者選抜における公正

確保等に係る緊急調査の忌終まとめJの中で、本大学の平成28年度から平成30年度の3か

年の一般入学試験について、性別・現在主区分号事の属性を理由とする一律の延期l的取扱いが疑

われ、不適切である可能性が高いと指摘した（以下、大学入学試験室から呈された疑殺につ

いて、『本件疑事長Jとし、う。）。

本件緊急翻賓の結果を受け、平成30年度の本大学の入学試験に関し、本大学の般事（以

下 f監事Jという。）によるfif£査（以下 f本件敗事取査Jという。）が実施されることになっ

た。そして、政事2名及び墜事から委織を受けた除幕補佐 2名2が、 平成31年 1月9日から

同月 28日までの閥、本件監事監査を実施し、同月初 日、本大学に対し、『一般入学試験に

おいて、受験者を男女あるいは現役・浪人等の属性に分け、その属性によりー徐に加点、あ

るいは減点、毒事を行った事笑は認められなかった。Jと結論付けた監査報告書（以下「監事箆

査報f告書Jという。）を提出した3。

。本報告書では、 i高等学校卒業見込みである入学試験受験者を 『現役生Jといい、高等学校既21iである受
験者を『浪人生j という．また、現役生か浪人生であるか、何年間浪人しているかによる受験考の区分を
f現浪区分jという。
2大石忠生監事（弁議土｝、清水芸獄事（公認会計士）、上j原敏夫e.t事補佐（弁浪士、明治大学法科大学院
教授、 ー儲大学,g1書教綬｝、青木治人監事補佐（医師、東京純心大学学長、型マリアンナ医科大学名誉教
綬｝の4名である。
’監事監遂報告書fl立、同時に、①志願摂｛本大学の一般入学試験受験者が出願時に捻出する、当核受験者
が作成する受験者の氏名、出身高等学校、スポーツ・限外活動の記録等及び志皇自動機等が記殺された嘗耐
を指す．） 調査書（本大学の一般入学:lit駿受験者が出願坊に提出する、当談受験者の出身高等掌校が作成
する受験者の氏名、出身高等学校における符定値、線外活動等に隠する所見等が記蔵された書面を指
す。｝に基づく評価への配点が平成28年度入試から平成30年度入試にかけて年を追うごとに大きくな
り、試験点数全体における比重が重くなっていたこと、②中学校及び高等学校時代における各極活動録、



本大学は、平成31年2月 19目、大学入学訳語貴家に対し、獄事監査報告書を提出するとと

もに、本件監事Itヨまの紡巣の!!'.f旨、E在宅事の緩1言及びそれを踏まえた本大学の対応について資

料と併せて報告した。 しかし、大学入学試験室は、伺月 21日付で、本大学に対し、事務連

絡｛以下 f平成31年 2月 21悶付事務連絡Jとし、う。） を発出し、本大学と利害関係のない

独立した委員のみをもって構成される1店主者委員会を股aました上で、主に、①理事長、学長、
医学部長及びその他の理事者事に対するヒアリング、②入試委員会委員長（以下f入紋委員長J

又は 「委員長jという。）及び同副委員長（以下 f入試副委員長J又は「副委員長Jとbづ。）

以外の入試委員に対するヒアリング、③志願~ ・ 調査脊に2基づく評価について平成27年度

から平成30年度における望書紋の検証や採点結果の分析、＠志願望耳・翻遊舎に主主づく評価の

点数で男女別、現i食区分での大憾な点費企業が存在している理由の分析、⑤志願書再・絢3聖書Zに

基づく評価の点数帯が男女で異なることの型車自の分析等について、事実関係の調査対象に

することを求めた。

そこで、本大学lj:、上記の大学入学獄絵重量からの要請を蛾まえ、平成 31年3月初日、本

大学の入学試験の適正性等について調査を実施するために第三者委員会（以下f当委員会J

という。）を設自立することを決定し、上記事実関係の調査及び仮に問題行為がま官、められた場

合には原因分析及び再発防止策の策定を当委員会に委蝋した （以下、当5委員会に委帰された

調査を f本翻賓Jという。）。

2 当委員会の機成と役割

当委員会1立、以下の委員から構成される。

氏名 経.

委員長 ~t 回幹直
森・淡岡松本法律事務所・弁鰻士
元大阪高等検察庁検事長

委員 永井敏縫
Jl!,照綜合法律事務所・弁E聾士
元大阪高等裁判所長官

委員 金野志保
金野志保tまばたき法律事務所・弁穏土
内問府男女共同暴言商機進速機会議委員

また、当委員会は、本調査を補助させるため、森・語雪国松本法律事務所に所属する弁護士

である射手矢好雄、山内洋銅、田尻俊!Ii:・了、木山二郎、農水純平、塚田智宏、千原剛、松本

軍事裕、 竹市t車、河西和佳子、 平岡優を委員補佐として選任した。
なお、当委員会は、その絞置にあたり、日本弁護士連合会が作成した f企業者事不祥事にお

ける第三者委員会ガイドラインJ（平成22年7月 15日付、同年 12月 17日改定）に準拠し

欠席回数についてのt軍備を過度にE回線していたこと、③王宮、厳t.:・2服審に基づく鍔側への配点の決定等
が入試委員長ら3名によって行われ、他の入試委員5名には事後に知らされていたこと、＠入総委員の任
期が長期l聞に瓦り、柔軟かつ多面的符価が行われなくなったことという4つの聖書闘に鑑み、 本大学の入学
欽殺の公正位、透明性について受験者を含めた社会の信銀を領ねた二とは否定できないと指摘している。

2 



． 

ており、各委員及び委員補佐はいずれも本大学と特別の利答関係、を有していない。

3 本調査の調査範聞と目的

当~員会は、本大学からの本E調査の委嘱及び大学入学試験室による平成 31 年2月21日

付事務連絡を踏まえ、以下の事項について調査を実施した。

①平成27年度から平成30年度（以下 f翻査対象年度j という。）の一般入学試験にお

ける本件疑畿に樹ずる事実の調査

・濃事長、 学長、医学部長及びその他の理主事者事並びに入試委員長、入試副委員長、

及びその他の入紙袋員に対するヒアリング

－志願禁 .re精査穫の主量点結集、内訳及び採点結果の分布

・ 志願察 ・ 市帯主主主主に基づく~’舗の点数で労女別、 現i良区分での大総な点数差が存在

している現自の分析

・志願察 ・繍査容に基づく評側の点、数併が5号』とで異なることの理出の分析

② 調査対象年度の一般入学試験における本件疑緩に類似する事案の存否に関する調査

③ 仮に問題行為が認められた場合には、上記①及び②で確認された事実関係に関する

原閃の分析及び持発防止策の提言

4 本調査の期間

当委員会は、平成31年3月初日から令手口元年8月23日まで本調査を尖施した。

5 本調査の方法

当委員会は、以下の方法｝こより、本調査を実施した。

(1) 関係者に対するヒアリング

当委員会は、本件疑義に関与し、又は、本件疑重量を認、議している可能性のある本大学の役

員、教員及び織員（以下 「役職員Jという。）並びtこ元役職員ら（以下、役職員と｛井せて f本

件ヒアリング対象者j という。）40 ,jもに対し延べ48回のヒアリング（以下 f本件ヒアリン

グj という。）を実施した九

‘盤名を：／（；製した者I立、本件ヒアリング対象者の数、本件ヒアリングの回数には含まれていない．
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(2) 関連資料の分析

当委員会は、合同会社岡本カタリスト（以下 f日本カヂリス トj という。）及びその委託

業者の協力を得て、本件疑裁に関連し得る水大学の規程、入学試験要項、志願書記・調査書、

入学試験結果一覧等その他本大学技びにその役職員及び元役駿員らから受領した資料の分

析＆当委員会が必要と認める範囲内で行った。

(3) ブオレンジック調査

当委員会I立、 日本カタリストに依頼し、 2巨大学の関係者31，名のパソコン君事に含まれる電

子データ（電子メールを含む。） 及び本大学校舎の地下にある入学総験の成績処理等を行う

ための作業部屋（以下「入試作業室j とし、う。）に設鐙された本大学の入学試験の成綴管理主

用のパソコン3台（以下 f入総作業，￥.パソコンJという。）を保全し、これらのデータにつ

いて必要かつ可能な範囲で復元作業を施した上で、レピ：，.ーを行った｛以下『本件フオレン

ジック調査Jという。）。データのレピューについては、 l1失レビューは日本カク リス ト及び

l司往と協働する弁護士が、 2次レビューは当委員会が行う体制とした。

(4) ホットライン調査

当委員会は、本大学の入学試験において、以下のとおり、受験者の他別・現浪区分等の応

性に応じた一律の加点・減点又は点数調盤等に関する遇税を受け付けるホットライン（以下

f本件ホyトラインJという。）を設偉し、通報を受け付けることとした。

項目 概要

本大学の関係者を対象として、当委員会に情鍬提供するために本件ホッ
トラインをBltlilし、本大学の理事長名義で利用について周知を図る文書
を発出した．

設績方法
－また、広く通報を害事るため匿名での通報も野容し、本件ホットラインの
利用を促進し、本繍査の実妨性を高めるために、 Jニ記依頼文書において
本大学は、本｛牛ホγ トラインを利用したことや、その後の当委員会によ
る絢査に協力したことについて利用者に対していかなる不利益な取椴
いも行わないことを明記した。

段位.~聞査開始日 －平成31年4月 17日
・本｛牛ホットライン専用の電子メール

零時用方法 ・郵送
. \ti:~ 

受付結集
・平成31年4月 17日から令和冗年8月23日iこ至るまでの閥、 本｛牛ホァ
トラインを用いた当委員会に対する通報はなされなかったe
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(5) 現地実王室

当委員会は、本大学を訪問し、入試委員会並びに本大学の一般入学試験の第1次試験及び

第2次試験それぞれにおける、入試委員会による合否判定のための会議（以下『合否判定会

議Jとb、う。）等の開催場所や入試作業室パソコンの設鐙状況、その操作方法、入学試験の

点数管理ソフトウェア（以下 f入試管理‘ンステムJという。）の稼働状況の線認等を行った。

(6) 専門家からの意見障害取

当委員会I立、本調査にあたり、絡ま医科大学医学部教授名越虚子氏を専門アドパイザーと

して選任し、医学部及びその入学試験の運営、医師及び医療界を取り巻く現状等についての

専門的な助言を得た。

6 本報告書の前提条件・限界

本調査においては、調査の目的を果たすため、調査期間内において必繋かっ合理的な方法

を尽く したものと判断しているが、以下の限界・制約等がある。

本調査は、捜査機関による捜資とは異なり、 関係者の任意の協力に感づくものであり、も

っぱら前記5に記載されている調査方法、すなわち、本件ヒアリング及び本件ヒアリング対

象者等から縫供を受けた資事｝・データ等の分析、評価に依拠するものである。

したがって、当委員会ば、その性質上、本報告書に特に記載する場合を除き、以下に絡げ

る①から＠を前提に本絹査を実施したものである。

①本大学及び本件ヒアリング対象者等が開示 ・提出した書類は全て真正な阪本又はそ

れと同一性を有する写しであること。

② 本大学及び本件ヒアリング対象者等が開示 ・鑓出した情線・データは全て真正かっ

正.｛~なものであり、改変苦卒されていないこと。

③本大学及び本件ヒアリング対象者等が文書・データのー部のみ開示・提出した場合

においては、当該一部の文書・デ｝タl立、当該文書・データ全体の内容を適切に反映

しており、当該文書・データ念体について誤解を生じさせるものではないこと。

＠ 本大学及び本件ヒアリング対象者等が、 本報告書において明示的に記載された事項

を除き、当委員会の調査対象となった事項について重大な影響を及Iます情報の開示

を留保したことはなく、当委員会の資料翁求等に対して、提出可能な全ての資料を開

示していること。

また、当委員会の調査は、前記 3 記載の本調査の範囲及ひ~詑 5 記載の本調査の方法か

ら、以下の③から③の限界に服することにも留意されたい。

③ 資料・データ等の収集及びその分析（表形式化を含む。）の全て又は一帯nについて業
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務委託先（再委託先を含む。）による作業結果に依拠していること。

⑥ 本件フオレンジッタ調査の対象とした本大学の役験貝の亀子機縁等については、保

有：されたデータの保全業務、削除されたデータの復元等のデータ処理及び l次レビ

ュー等については、前記5(3）に記載する方法によっており、業務委託先 （再委託先を

含む。）による作業結果に依拠していること。

⑦ 指定校制推薦入学総盟主及び一般公募l白lj機際入学試験並びにー般入学試験のうち学科

試験、小論文試験及び面後の採点の適正位については本調査の潟牽範囲に含まれな

いこと。

③ 本報告書事における事笑の綬．定及ぴ法令解釈について、司法機関又は行政機関が当委

員会と問綴の見解を採用することを保註するものではないこと。

加えて、本報告書は、前記3記載の目的と絶閥内で、制査対象年度の一般入学試験におけ

る本件疑義に関しての調査結果を述べるものであり、個別の受験者に対する事長点、の妥当性・

適切性について述べるものではなし、。また、本報告書は、本総査の目的以外の目的のため使

用されることを予定しておらず、当委員会は本大学以外の第三者に対しゃIらの資任を負う

ものではなし、。
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第2 本大学の組織体制j等

1 本大学の組織体制l

(1）本大学の沿革

本大学は、昭和46fl:.に東洋医科大学として創立され、その際にill!マリアンナ会東徽病院

が岡大学に移管され、附属病院となった。創立後の沿本は以下のとおりである。

時期 沿革

昭和46年4月
東洋医科大学関学。盤マリアンナ会東横病院が間大学！こ移管され‘ 附属病院

となる．
自Z和48年4月 東隊医科大手予を!!.'I"<'9 7ンナ医科大学に名祢変JI!
自量和49年2月 大学病続本館開院

昭和52年3月 大学続投催認可

ffl'l和 52年4月 大学技関学

昭和54年4月 看緩専門学校開校

昭和55年 7月 大学病院別館関l淀
昭和62年 3月 留守リアンナ医科大学績浜市西部病院開院

平成18年2月 川崎市立多際病院関i涜
平成20年6月 東機病院改築綾工・銃規開院

平成21年3月
!Wマリアンナ医科大学再1属研究所プレスト＆イメージング先織医療tンタ｝
附属クリ＝シク開院

平成27年4月 男女共同参画キャリア支mセンター開設

(2) 組織体制l

ア 私立学校法に基づき設燈されている機関（学校法人の線関）

本大学には、法人の逮営のための機関として、私立学校法及び本大学の寄附行為により、

以下の機関が設滋されている。

線開 概要
理事会（私立学 －理事会t立、 理事をもって組織する｛寄附行為第18条第t項）．
校法第36粂｝ ・連事会の総務は、学校法人の業務を決l,.連事の殿務執行をZ主管することである

（寄附行為第18条第2項）．

構成員 .要
理事 －耳霊事会は、7人以上 12人以内の理事で構成し（寄附行為第5条第 IJ賓

(I））、理事の内6人以よ9人以内を常勤理事とする（同条第3項｝。
理事長 －理事のうちl人を理事長とし理事長は、理事総数の過半数の議決に

より選任される｛寄附行為第5条第2項）。

－理事長は、法人を代表し、その業主主を総浸する（寄附行為第13粂｝．

評議員会（私立 ・評議員会は25人以上36人以内の鍔議員をもって組織する｛寄附行為ffi21条第2
学校法第41条） 項）．

－予算、事業苦十商号事の重大な意思決定に関しては、訴議員会の意見を聞かなければな

らない｛寄肝将T為第231#:), 
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織関 概要

. a手議員会は法人の業務又は財務の状況等に限JL.,J：見を述べ．給制に答え、役員から
報告を徴収することができる（寄附行為第24条）．

構成員 援要

評議員 • g平線員の構成員は以下のとおりである（寄附行為第25粂｝。
①学長
② 大学の教員から理事会において退任した者（6～8人｝
③ 傍人の総員で、壊事会において維H帯された者のうちから．符荷量
員会において選任した者（5～7人）
＠本大学を卒業した者で2S議以上の者のうちから、 聴事会におい

て選任した者（I～2λ） 
⑤ 学識経験者’のうちから、 聖書事会において滋伍した者（12～18人）

監事｛私立学校 監事の員数J;l:2人である（軍寄附行為第5条第1項（2)).

Ill第3S粂） . e;i司H：主、理事、教職員又は評議員以外の者であって理事会において選出した候補
者のうちから、評織員会の閑意を待て盟事長が選任する｛寄附行為第7粂）．

• 11,¥:事の職務は、法人の業務及び財産の状況のifal'.t等である（寄隙行為第 17条）．

イ 学校教育法に基づき設置されている機関 （大学の機関）

本大学には、学校の遥’送のための機関として、 学校教育法並びに本大学の学則及び教員総

織規程に基づき、以下の機関が設鐙されている。

機関 調E要
学長（学校教育 ・学長は、本大学の教員であり．学長選考規程に基づき、理事会の承認を綴て理事長

法第92条） によって任命される（教員S且織規稜第2粂第II賓（I）、第3条第IJ彊及び買l2項）．
・学長の綴務は、絞務を宮監理し、所属教滋員を統督することである（教員組織規程第

3粂第3項）．

教授会（学校教 ・教授会は、原則として専任の教授をもって柵成する（学員lj第39条第2項）。

育法第93粂） ・教授会は．学生の入学、 i畠級、休学、復学、伝学、退学及び卒業の認定に関する事
項、学授のZ曹関した事項、その他学事に関する事項等を審議する（学剣第40粂），
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本大学の組織図ウ

本大学の組織のうち入学試験に関わる部門その他本大学の概要を抱緩するよで重姿と考

えられる部門を銭粋した組織図は、それぞれ組織図1及び組織図2のとおりである。

［組織図 IJ 
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(3) 入学総験に闘する体制j等

ア ヌ巨大学における入学試験の体制

（ア｝概要

本大学l立、「本学に入学を志願する者に対しては試験を行い、その成績等により選考する。J

と定める学員I］！高 10条に基づき、入学志願者ーから入学者を選考するための入学試験を実施し

ている。

そして、本大学の入学試験に関する事項は入試委員会が執り行い、入獄委員会に関する庶

務は数学部教育課が担当することとされている（常置委員会規程Jlll袋入

（イ）入試委員会

入制；委員会は、教授会に設置されている常i遊の教員会であり、 ー般入学試験の実絡・選抜

に関すること、多角的選抜方法の研究・側発に闘すること等を務議事項とする（常信委員会

規程第 11条、第3条（I）及び別表）。入獄委員会は、学長の委嘱を受けた教俊、准教授文は務

自Ii5～74ちで構成され（同第5条第 l項）、委員長は学長の指名により（同第8条第 11蓑）、

副委員長は委員長の指名により、それぞれ選任される｛同第2項｝。但し、平成27年度入試

5から平成31年度入試を担当した入試委員にはI徒数佼・鱗師はおらず、いずれも教授である。

また、入試委員会の委員の任期は原則3年とされているが、再任は妨げられないものとさ

れており（同郷9条第l項）、本大学においては、入学者選考の継続性に鑑み半数改選を原

則とし、 2期6年間、入試委員を務めることが通例とされていた。

（ウ） 教学部教育稼

教学者nは、医学部及び大学院の教育研究に係る事務を行うための部号号であり（事務組織規
程第13条）、そのうち教育線1立、入学試験との関係では、①学生の募集及び入学試験に関す

ること、②入学広報に関すること、③入学試験成績の管理・処理に関すること等の苓務を所

殺し、入学試験関係以外にもカりキュラムの編成や医師国家試験に関すること等の事務を

執ワ行っている（｜司第 23 粂及び別表第 I) •

本大学の組織上、教育線を含む本大学の各線には、線の事務を処理し、所属職員を欧替す

る職員として線長がtまかれ、線長の下に係員を置き、自果長補佐、係長、主任及び主査毒事を鐙
くことができるとされている（同ffi27粂から第32条）。また、談内の係の分家事項及び所

多本線告容では、平成X年l月から2月にかけて実施された一般入学試験を f平成X年度入訳』とい
ヲe
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.. 

属職員の分担事務については、その事務を所主主する課長が定めることとなっており（同第23

条第2項）、教育課には具体的には入訳係とカリキュラム係が存在する。

イ 本大学における入試委員会の位燈づけ

本大学の入試委員会の位置づけを図示すると以下のとおりである。

｛概要図）
~－，；，リアンナ医科大学

‘.. 
． 

入学の許可 学長

孟.＆

結果等の報告
教授会

設箇 ， 

医学総長
管’準

， 入試委員会

担中 a j報告

本大学は、学長が入学手続を終えた者に入学を許可すると定めており（学則第 12条第2

咲）、入学に関する最終的な許可権者は学長とされている．もっとも、学校教育法上、教授

会i立、学長が学生の入学に関する事項について決定を行うにあたり意見を述ベるものとす

るとされており（学校教育法第93条第2項第l号）、これを受けて学員lj第40条（3）は、学生

の入学に関する事項を教授会の審議事項の lつとしている。そして、前記ア（イ）のとおり、

教授会の下には、 一般入学試験の実施・選抜に関すること等を審議するために、常債委員会

として入試委員会が設住まされている。

他方、本大学は、医学部の教育に関する校務を総括する者として医学部長を霞き（教員組

織規程賞~4 粂）、 i医学部長が入試委員会を含む 5 つの鎗笹委員会を管室主ずるものと定められ

ている （常償委員会規程第3粂（I）及び第4条第 IE寮）。

そして、入試委員会は、務議の経過及び結果を学長及び医学部長に報告することとされて

いる（伺第 13粂）。
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2 本大学の入学試験制度等

本大学の入学試験制度等は以下のとおりである。

(1) ア ドミッション・ポリシー

現在の本大学のアドミ yション・ポリシー（入学者受入方針）（以下『本アドミッション・

ポリシーJという。）の内容は以下のとおりである。

聖マ哩アンナ医科大学アドミッション・ポリシー（入掌者受入方針｝
!l'lマリアンナ医科大学I立、キリスト教的人類愛に基づ官、病める人々の心と体の痛みがわかり、かっ、
際学・医療の実践者としての確かな専門知織、fl:かな感性ならびに高い能力を有している医師の育成に
力を注いでいます．

本学が求める学生像
I. 医師を自指す明確な自的を有している．
2 医師になるための品絡と倫理里鮫を有している，
1 医師になるための知性と科学的論理性を有しているe
4. 病める人々の心と体の痛みがわかり、かつ、銭かな感性を有している，
5他人に対して自分の意見を明砲に途ベることができ、また．他人の意見を聞き入れ二れを頭角干する気
概を省している．
6 絞笑で協絢姓に優れ．広い彼野を有している。

本学が求める学力
医師には生緩 『自ら学ぶカ』が必要である．そのために、高校では医学を学ぶ上で2基盤となる数学、
理科をしっかりと学んでおくこと．その際は、表面的・l焼片的な知織の詰め込みでなく、体系的な知織
と確かな応用カを身に付けるよう心がけるζとが必要である。
また、本学では英言語が4年次まで必修科目として配当されてお号、実践的に英語を読み、書章、話す
ことができるようカリキュラムが組まれている，入学後の'!I,詩学習に必要となる、表現カやま苦黛カを高
めておくようにすること。
さらに、本学では小論文試験および面般試験を線し、人物を多面的に評細iしている。小論文試験では、
文窓の読解カおよび表現力、論理型的思考力を重鎮し、前後紋験では、将来良き臨床医となるために必要
な横綴位協鵠縫、社会性を中心に野価している。

このように、本大学は、医師を目指す明野rな悶的、医師になるための品絡と倫理観、医師
になるための知性と科学的治理性、病める人々の心と体の痛みへの理解、祭かな感性、 他人

に対して自分の意見を明石lll1こ述べることができ、また、他人の意見を聞き入れこれを理解す

る気概、誠実位、協調性、 j玄い視野を有した学生を求めることを本ア ドミyション・ポリシ

ーで明らかにしている。また、本ア ドミyション・ポリシーは、毎年行われるオープンキャ

ンパスや学内外の進学栂絞会等で受験者に周知を図っていることや、一般入伊試験の第2次

官式験での小論文試験及び街楼においてどのような点を評価のポイントとするかについても

言及している。

他方で、本アドミッション・ポリシーには、受験者の性別や現浪区分に関する言及はない
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6 。
なお、本大学においては、ア ドミッション ・ポりシ｝は入試委員会で草案を作成し、教絞

会での承認を得て制定される運用となっている。本アドミッション ・ポ リシーは平成26年

に作成されたものであり、同年以降、現在に至るまで変更はなされていなし、。

(2) 入学試験制度の穏類及びその概要

調査対象年度における本大学の入学者選抜は、 一般入学試験と維薦入学試験で構成され

ており、さらに推務入学試験は、指定校Iii!］推薦入学試験、一般公募if.lJt量薦入学試験Sに分か

れる九鰯査対象年度における本大学の入学定員は各試験制度を合わせて合計 115名である

10 。
本大学の入学試験要項によれば、各試験制度の概姿は以下のとおりである。

まえ験制度 定員 時期 ~験制度の銃製
第Iix試験と第2次試験によって実施する．第lixt式

毎年
験は学科試験の成績によって合格者を決定し、第2次
訳験でI立、第l~g式験の合絡者に対して、進役検査”、

一般入学試験 約85名 1月下旬～
小論文試験、而後を行い、その成績と第 lj;j:拭験の成

2月」二句
綴に出願書類を総合して評伝の上、合格者を決定す

る．

指定校制緩薦入
毎年 第l次官賞験で適性検査、基礎学カ試験（英aalを実施

約20名 I 1月上旬 し、第 li究:;t験合絡者に対して小論文試験、筋f査を行
学試験

及び下旬 い総合評価の上．合格者を決定する．

ー般公務時間IH量l臨
約 10名

毎年 第l次試験で適性殺査．基礎学力試験（英籍・自然科

入学試験 11月上旬 学総合問題）を実絡し、第 I ~試験合絡者に対して小

6なお．女性のみの入学を認める東京女子医科大学のアドミγション・ポリシーには I『套滋と＇$！』を尖
践する女性医師および女性研究者となるために、学修者自身が問題輩、識をもち、 自らのカで知織と妓能を

発展させていく教育を行います』として女性医師及び女性研究者となるための教育を提供することが明記
されている（悶大学ウェプサイ トhttp://¥V'刊 lN’mu.ac.jplun竹／medi回lloutline.php参照、情報取得日令和元年

7月 14日）。主た、 向じく女性のみの入学を認めるお茶の水女子大学のアドミッション・ポリシーには

『学ぶ意欲的あるすべての女性の真慾な夢の実現の場であることを使命とし、総合的な教養と高度な専門
性を身につけた京佐リーダーの育成を飼指しています』 として女性リーダーの育成を目標にすることが明

記されている（向大学ウェブサイ トhttp：／／、川帆川o.oeha.ac.jp/archi"e/admi抑制、policy.html参照、 情報取得日

令和元年7月 14日）。
’本大学が指定した高等学校に2,:gの推覇軍持を与え、 当2来高等学絞において出綴資絡を満たした進学希望
の生徒に対しi聾綾を行い、当核選抜された生徒に対し本大学が入学試験を行う試験再，J!liを摘すe
’本大学が指定したZ高等学校か否かにかかわらず、－,e'の制限資格者満たした上で高等学校長の機薦を受
けた生徒に対L本大学が入学紋験を行う獄験制度を錯す．
9推薦入学試験は、 平成 29年度入学試験までは指定校制推煎入学試験のみであったが、平成30年度入学
訟験からは‘一般公募帯j縫薦入学試験が実施されたことにより、指定校側及びー般公務階段併せた推薦入

学試験による募集人数の合計は、約30名となったe
IO本大学の入学定員i主、平成22年度から仲宗川県内の地峨医療に関連する診療科（産科 小児科・麻併
科 ・外科・内科及び救急科）を担当する医師が不足している状況に緩み、県内において地域医療を抱う医
師の育成と疎保を図る観点から、神奈川県と連主障を図り地域枠として5名湖員された結集、 合計115名と

なっている．
H 監事監査報告書等によれば．東大版人絡目録（TPI(Todai Personal町Inventory））という名称の心理テス
トとのことである．
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~験四国lj!f 定員 時期 総理由制度の続要
及び下旬 論文訴験、面接を行い総合評価の上、合侍者を決定す

る｛※指定校制』陸軍事入学試験との併願が可飽であ
る。｝。

(3) 一般入学試験における入学者の選数方法

本大学の入学試験要項によれば、本大学のー般入学試験においては、第 1次試験及び第2

次試験が実絡されており、その慨要は以下のとおりである。

試E員 科目 備考
英語（100点） 会科目に益準点、を絞lj、l科目でも基準点に遥しない場

2百1次試験 数学（附O点） 合は、不合絡になることもある”
理科（200点）
適性検主主｛参考｝ 第l11.:試験の合格者について実施する．

第2/X拭験 面接（I似｝点） なお、適性検査については参考情報として用いられる
小論文（100点｝ 旨が記載されており、配点I立行われていない．

志願~・調査書の取扱いにI鈎 し、 本大学の入学試験婆項には、一般入学試験について、 f第

2次試験は、第 li火訟験合格者に対して、適性検査、小自由文試験、面綾を行い、その成績と

第 1l次試験の成綴に出願者類を総合して評価の上、合格者を決定j目するとの記載がなされ

ている．

(4) 志願書Z・2同査書の形式

ア志願禁

本大学のー！投入学試験における志願鎮の形式日は図1のとおりである。調査対象年度内に

おいて、志願棄の形式や記載内3平等に実質的な変更はない。

イ 調査書

文部科学省が公表する平成 30年度大学入学者選抜実施要項に基づく、一般的な調査苦手の

形式は図2-1及び図 2-2のとおりであり、調査対象年度内において、調査書の形式及び記載

内容等に実質的な変更はない。また、高等学校によっては、一般的な調主主宰と若干異なる形

式の絢盗容を使用することがあるが、その記載内容は一般的な調査容と概ね同一である。

＂但し 、調査対象年度のうち平成27年度入伐の入学獄験要項には.r~ 2次試験ば、第l次試験合裕者に
対して、適性検査、小論文、耐僚を行い、その成績と第 lIX獄験の成績に出身高等学校の作成した調査S普
及び出願書類を総合して符価の上、合格者を決定Jと記織されている。
＂平成 30年度入試の志願書真をサンプルとして転殺している。
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I図 I（本大学提供資料 f平成 30年度入学試験婆項一般入学試験Jから抜粋）］
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I図2-1（文部科学省公表資料 f平成30年度大学入学者選抜実施婆項（平成29年6月1
日付け29文科高第236号文部科学省高等教育局長通知）Jから抜粋）］
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I図2-2（文部科学省公表資料 f平成30年度大学入学者選抜実施婆項 （平成29年6月1
日付け29文科高第236号文部科学省高等教育局長通知）Jから抜粋）］
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3 本大学及び全国における医学部入試等の状況

当委員会は、本大学の一般入学試験における受験者数、合絡者数及び入学者数の傾向を明

らかにするため、本大学から提供を受けた資斜等に現れたデータを、性別及び年紛j)lj等に分

類してその傾向を分析したヘまた、比較対象と して、本大学を含む全国の医学部の受験者

数、合格者数及び入学者数についても、公表資料に現れた数値を、性別及び年齢月lflこ分類し

た。

さらに、当委員会は、本大学卒業生の医師国家試験合格帯の傾向を明らかにするため、本

大学から提供を受けた資料等に現れた数値を、性別及び木大学入学時点における現役生・浪

人生の君”に分類してその傾向を分析した。

その結果は以下のとおりである九

仰木大学のー般入学試験の受験者数等

ア受験者数

本大学の受験者の性別及び年齢別の内訳は下~①のとおりであり、金閣の医学綿Mの受験

者の性別及び年齢期lの内訳は下炎②のとおりである。

下表によれば、本大学受験者全体における男性の割合は金図と比べてやや低い程度であ

るとし、える（下表①及υ匂の裁色ハイライト部分参照）。しかし、本大学における男性で18
歳以下及び 19歳の受験者の割合、女性で 18歳以Fの女性の受験者の割合は全国と比べて

も低く、本大学の受験者の傾向として男女ともに20歳以上の割合が高かったことが窺われ

る（下表①及び②の背色ハイライト部分参照）。

① 本大学の受験者数日

く一般入学試験のみの受験者数〉

［男性｝

20歳 21怠 22怠以上 男性合計 男女合計

平成25年度 l
J;u.司当 4・0ヲ針。 341名 191名 384名 I 737名 2 945名

11.6ち色 6.5% 13.0'/o 59.0% 1009', 

平成26年度 E 』』.'fl ，.，司昌 392名 240名 438名 1.905名 3.259名
12.0'/, 7.4% 13.4% 58 5% 100叫

平成27年度 t ,u，司：3 明自 唱 I 409名 251 名 517名 1.923名 3.203名
12.8% 7.8% 16.1% 6(J.L00,同 1009', 

平成28年度 E Jリ噂司ヨ
,uo可＞ I 403名 274名 583名 2,0η名 3.423名

11.8% 8.0% 17.0'/o 向、.5% 100叫

同本項記載の表においては．小数第2位以下を凹姶五入している。
尚一部企画統計値等の公表資料の集計等は．岡本カタリストの作業結果に依拠している。
“文部科学省所管外の防衛医科大学校医学科に関する数値は含まれない。後記イ及びウにおいて同じ．
17各表記載の割合は各年度の男女を併せた金受験者に占める割合を示している．
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20歳 21a 22態以上 男性合計 男 合計

平成29年度
<UU♂日 噌＇＂’ロ 407名 208名 545 4!. 1.838名 3, I 57名

12.9% 6.6% 17.3% 58 2°. 100% 

平成30年度
344 £ 218名 492名 1.748 4!. 3,095 4', 
11.1% ？。0% IS”色 56.S句。 100% 

I女性］
19識 20織 21苔 22歳以上 女性合計 男女合計

平成ZS年度 l
, E』司ヨ 374名 2344!. 122名 167名 1,208名 2.945 <l!, 

12.7% 7.9% 4.1% 5.7% 41.0'A, 100% 

平成Z6年度 l
孟，』,Q 430名 292名 127名 212名 1,354名 3,259名

13.2% 9.0% 3.9"A, 6.5% 引.5% 100% 

平成27年度 l
, J，シロ 357,g 289名 147 再品 210名 1,280名 J,203 4', 

11.1% 9.0% 4.6仇 6.6叫 40.0% 100% 

平成l8年度 l
ι04, ;,c 413 <IS 284名 149名 223名 1,35 I名 3,423名

12.1号令 8.3% 4.4% 6.5ちも 39.5令色 100"/o 

平成29年度 l
4,U品.， 432名 271名 143名 211名 1,319名 3,157名

13.7% 8.6% 4.5杭 6.7% 41.8% 100% 

平成30年度 s -'V-' •ロ 406名 267名 141名 231名 1,347 <l!, 3,095名

13.1% 8.6% 4.6% 7.5% 43.5% 100% 

｛本大学提供資料に記載の数値を利用し．当委員会が表の形に整理したJ

く推i馬入学欽君主等を含んだ金受験者数＞

I男性］
20歳 21歳 22繊以上 男性合計 男女合計

平成25年度
3開 祖 『’v-c 341 ，名 191名 384名 1,752名 2,987 4!. 

11.4% 6.4今色 12.9% 58. ;•, ゆ0%

平成26年度 ，.・."' J-'J .ロ 392名 240名 438名 1,919名 3,295名

I 1例6 7.3今色 13.3% 58.2＂制 100% 

平成27年度
;)1.7 -0 －，刊咽 409 ,:f, 251名 517名 1,950名 3,259名

12.5% 7.7% 15.9% 5'1.8~. 100% 

平成28年度
J.！..！.弓ヨ ,uo司司 403名 274名 583 4', 2,090名 3,472名

11.6% 7.9% 16.8% 60.2% 100% 

平成29年度
LO』弓ヨ 骨 EJ弔ヨ 407名 208名 S45名 1,856名 3,205 ,g 

12.7% 6.5今色 17.0% 5i.9~. 100% 

平成30年度
344名 218名 492名 1,794名 3,211 ，名

IO. 7% 6.8,,. 15.3% 55 9,. IOQ% 

I女性1
19載 20織 21蟻 22歳以上 女性合計 男女合計

平成25年度 i , J’A回
375名 234 4', 122名 167名 1,235名 2,987名

12.6% 7.8% 4.1% 5.6% 41.3% 100% 

平成26年度 ’
.,,.,,i;i 430名 292名 127名 212名 1,376名 3,295名

13.1% 8併も 3.9% 6.4% 41.8% 100% 

平成27年度 1
.,vu .ロ l 363名 289名 147名 210名 』，309名 3 .. 259名

11.1% 8.9% 4.5% 6.4% 40.2% 100% 

平威28年度 ’
JV7 ,a I 417名 Z制名 149 41 223名 1,382名 3.472名

12.0% 8.2% 4.3% 6.4% 39.8% 100% 

平成29年度 l
.四咽 434名 271名 143名 211 4!, 1,349名 3.205名

13.S今も 8.5% 4.5% 6.6% 42.1% 100% 

平成30年度 ’
J、17'1;J 409名 267名 141名 231名 1,417名 3,21 l名

12.7弘 8J% 4.4% 7.2% 44.1% 100% 
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② 全国の受験者数（※推薦入学試験等の受験者を含む。）

［男性1
20歳 21 I畿 22歳以上

平成25年度 I,u，川 I 目 , I 11.279名 5,82 I名 I 3.805名 71,556名 113.401 lf, 
9拘＠ 5.1% 12.2% 63. I’e 100% 

平成26年度 E ,,,,,u唱 I13,176名 7.251，名 I 5,245名 77,378 lf, 124,369名
10.6% 5.8% 12.3% 62.2今． ICゆ%

平成27年度 I,u om・ ,u，，酬唱 112,908 ,t, 7,131 名 15,812名 76,911名 1お，218名
10.5% 5れも 12.8% 62.4~，。 IC即%

平成28年度 tI 7,070唱 I",o，，唱 112.470名 7,1324> I 6,097名 77,490名 124,509名
I O.il"/o 5”も 12.9% 62.2% 100% 

平成29年度 『 I 12,846 ,t 6,706 ,t, 16,225 <l', 77,249名 125,217名
10.3% 5.4% 13.il"/o 61.7% 100悦

平成却年度 l I ,.,,u，咽 l12,442名 6.846 ,t 14,993名 76,572 ,t., 』25,I 73名
9”も s.sr, 12.il"/o 61.20,色 100% 

I女性1
19歳 211議 21重量 22歳以上 女性合計 男女合計

平成25年度 E” I 12,426£ 6,059名 2,831名 4,964£ 削，制54(, 113,40141 
11.0% 5.3% 2.5% 4.4% 36.”も 100% 

平成26年度 l目 ・， I 14,329名 7,573 £ 3,188名 6,425名 46,991 41, 124,369 ,j/, 
11.5% 6.1% 2.6% 5.2% 37.8% 100，。

平成27年度 l, I 13,707名 7.602名 3.493 £ 5,694名 46,307名 123,2』B名
11.1% 6.2% 2.8% 4.6% 37. S仇 100% 

平成l8年度 I,o，＞＞＜唱 I14,014名 7.191名 3,480£ 5,742£ 47,019 :l!, 124,509名
ll.3% 5.8% 2.8% 4.6% 37.8% 100% 

平成29年度 l I 15,416名 7,346名 3.231名 5,860名 47,968名 125.217名
12.3% 5.”も 2.6% 4.7'弘 38.3% 100% 

平成却年度
1/ . .)J.L忌白 14,384名 7,788名 3,401 <¥., 5.716名 48.601名 125,173名

11.5% 6.2% 2.7% 4.6% 38.8% 100% 

（平成30年9月4日付文部科学省公表資料f医学部医学科の入学者選依における公正確保等に係る緊急調

資の結果i車線についてJに記織の数値を利用し‘当委員会が袋の形に型車理した．）

イ合格者数

本大学の合格者の性別及び年齢別の内訳は下表①のとおりであり、全国の医学部の合格

者の性別及び年齢別の内訳は下表②のとおりである。

F還をによれば、本大学の合絡者に占める男性で 18級以下及び 19歳の合絡者の割合、女

性で 18歳以下の合格者の割合が全国と比べても鋭ね低かったことが見て取れる（下表①及

び②の青色ハイライト郁分参照）。また、本大学の平成29年度入試及び平成30年度入試の

合絡者については、平成 28年度入試以前の合格者と比べ、女性で 20菌室以上の合絡者が極

織に少なくなっていることが認、められる13（下表①の燈色ハイライト忽分参照）。さらに、平

時当委員会においτ、平成29年度入試及び平成30年度入試における本大学の20歳以上の女性の合絡率
（年齢£1］における合絡者数／年齢別における受験者数｝を計算したところ、その結巣は0～1%台とな号、
滋端に低かったことが認められる．
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成30年度入試においては、合格者』こ占める女性の割合が前年度までに比べて低下している

（下表①の黄色ハイライ ト部分安照）。

① 本大学の合絡者数岬

く一般入学試験のみの合絡者数〉

［男性l
』8態以下 』9歳 20歳 21歳 22歳以上 男性合計 男女合計

平成25年度 ｜
21名 38名 35 ,:t. 8 ;!I 24名 126名 186名

18.約唱 4.3% 12.9% 67.7% 100% 

平成26年度 l
38名 18名 26名 134名 212名

17.9% 8.5% 12.3% 63.2% 100% 

平成27年度
47名 17名 28名 148 ,:t. 241名

19.5% 7.1% 11.6% 61.4% 100% 

平成28年度 i 41名 20名 39名 162名 285名

14.4% 7.0% 13.7% 56.8% 100% 

平成29年度 t’咽 JJ咽 31 ，名 14名 45名 134名 225名

13.8% 6.2% 20.0% 59.6% 100% 

平成30年度
36 ,$ 16名 17名 129名 in名
20.3% 9.0% 9.6弘 72.”も 100% 

［女性］

19歳 20歳 21歳 22愈以上 女性合計 男女合計

平成25年度 E 同’u
． 24 l品 13 41 8 ,g 3 41 60名 186名

12.9-Ai ？”も 4.3% 1.6% 32.J写. 100% 

平成26年度 I 』0弓＝， I 37名 19名 」:!', 2名 78 ;!I 212名

17.5% 9.0% l怖も O，宇品 368% 100% 

平成27年度 l
H 祖 38名 22名 I l名 I l：名 93名 241名

15.8% 9.1% 4,69'. 4.6% 38 6・＇lo 100% 

平成28年度 l
。噛 I 44名 43名 9名 21名 123名 285名

15.4% 15.1% 3.2% 7.4% 43.2・。 100% 

平成29年度 l 山 南 61名 d名 l名 I ＇品 91名 225名

27.1% l帥も 0A% 0.4% 40A・b 100% 

平成30年度 l
aι3・4旨 I 22名 l：名 0 ,!¥ 。名 48名 177名

12.4% 0.6% 。仰6 O.OOA; 27.1% 100% 

（本大学提供資斜に記載の数値を利用し、当委員会が薮の形に盤底した．）

く推薦入学猷験等を含んだ全合格者数〉

［男性l
20歳 21繊 22歳以上 男性合計 男女合計

平成25年度
日咽 JO咽 35名 S名 24名 129名 202名

17.3% 4.0% 11.9% 63.9% 100同

平成26年度
38 4r, 18 4!, 26名 139名 227名

16.7% 7.9% 』1.5% 61.2% 100% 

平成27年度 47,g 17名 28名 154 ,g 256名

”各表記載の割合のうち、下段の割合は各年度の男女を併せた会合絡者に占める割合 ｛当該性別・年申告に

おける合絡者数／全合絡布’数）を示している．
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20餓 21 la 22歳以上 男性合計 男女合針
18.4% 6.6% 10.9% 60.2% JOO% 

平成28年度 l ~v ,g ..咽 41：晶 20 4, 39名 168名 301名

13.6仇 6.6% 13.0% SS.8% 100% 

平成29年度 l
山唱 , a’M 31名 14名 4S名 14S名 247名

12.6% 5.7% 18.2% 58.7% 100% 

平成JO年度
..’M ．，‘”事，． 36名 16名 17名 138名 212名

17.Mも 7.5% 8.0% 65.1% JOO% 

I女性1
19歳 2011 11• 22態以上 女性合併 男女合計

平成25年度 l
<J唱 24名 13名 8名 3~ 73名 202 :f, 

I l.9"A, 6.4!Yo 4.0% 1.S% 36 I・も 100% 

平成26年度 l
,o唱 37名 19名 4名 2 ≪., 88名 227名

16.3% 8.4!Yo 1.8ち色 。”も 38.8~. I似）%

平成27年度 l
』。... 40名 22名 11 ，名 11 'f: 102名 256名

IS.6% 8.6% ~.3事色 ~.3% 39.8・。 I似W。

平成28年度 l
円咽 46名 』3名 9 41 21 4再 133名 301 ，名

IS.3% I ~.J!Yo 3.0%, 7.冊込 』~.2・ら 100% 

平成29年度 l
J噌咽 62名 4名 l名 I :f、 102名 247 :f, 

25.1% l.6!Yo 0.4% 0.4% JIJ・る 10併も

平成30年度 l J u’制 23名 l名 0 41 b号、 74名 212名

10.8% ,0.S!Yo 。。% 乱怖も 34明 ω 10併も

② 全国の合絡者数 （※後i!1J入学試験等の合絡者を含む。）

I男性］
20愈 21蟻 22繊以上 男性合計 男女合計

平成25年度 I, 130名 482名 864名 8.139名 12,214名

虫3% 3.9% 7.1ち色 66.6% 100% 

平成26年度 品.7.JO唱 I 1,322名 sss名 857名 8,330名 12,504名

10.6仇 4.4% 6.9% 66.6% 附0%

平成27年度 孟，：；，I I唱 , 1,436 ef, 569名 983名 8,561名 12,980名
11.1% 4.4% 7.6ぬ 66.0% ω例6

平成28年度 i ,,u，噌’ ｜ .,,.,u『咽 l1,438 :f, 609名 967 ef. 8.972名 13,533名

10.6% 4.5% 7.1今色 66.3% l刷協

平成29年度’ h四，唱 I •，，，，咽 I 
1,376 ef. 538名 850名 8,626名 13,408名

10.3% 4.0% 6.3% 64.3% IC附%

平成却年度 円咽 l 1,346 :¥. 528名 754 4', 8,812:f. 13,409名

I O.O"A. 3.9同 5.6% 65.7% IOO"A, 

［女性1
19繊 20識 21怠 22歳以上 女性合計 男女合計

平成25年度 t ,,o，，唱 I 1,466名 496名 182名 236名 4,075名 12,214名
12.0% 4.1% 1.5% 1.90/o 33.4% 100% 

平成26年度 E I ,O.JO唱 1,483名 612名 193名 228名 4,174名 12,504名

11.9% 4.9% 1.5% I.れも 33.4% JOO% 

平成27年度 E 』，IUζ唱 I 1,581名 632名 253名 251名 4，引9名 12,980名
12.2% 4.9% 1.9% 1.9% 34的色 JOO% 

平成28年度
1,1uu忌旬 1,692名 693名 21 1名 265名 4,561名 13,533名

12.5% 5.1% 1.6% 2.0% 33.7% JOO% 
平成29年度 l._1150 q, 1,828名 646名 219各 239名 4,782名 13,408名
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19議 r 201愈 I 21歳 I 22歳以上 l女性合計 1男女合計
13.6ぬ l 4.8% I 1.6仇 1 1.8% ! 35.7% I 100% 

平成30年度
1,629名 ｜ 到。名 I241 4:1 I 229名 I4.597名！日，409名
」b!!, : 4 4f!.. .-1ー」~ j -・ 1.7% I 34.3% 1 100% 

｛平成30年9月4日付文部科学省公表資料『医学留医学科の入竿者選扱における公正確保等に係る緊急務

査の結果速報についてJに記敏の数値を利用し、当委員会が表の形に鐙穆！した．）

ウ入学者数

本大学の入学者の性百IJ.＆＿ぴ現役生・浪人生の別の内訳は下決①のとおりであり、企図の医

学者11の入学者の性別の内訳は下表②のとおりである。

下袋によれば、本大学の全入学者数に占める女11:の割合は、 般ね全国平均よりも高い水準

で推移しており、一般入学試験による入学者に占める女性の割合は全国平均と概ね同水俗

である（下表①及び②の黄色ハイライト部分参照）。しかし、平成30年度の一般入学試験の

入学者に占める女性の割合は、平成29年度よりも約7%下回り、推薦入学試験電車を含めた

全国平均を約 10%下回る約 23%に低下している。 このように会問l:fl・均は推薦入学試験等の

一般入学試験以外の入学者を含んでいるが、上記のとおり、そもそも平成25年度入試から

平成29年度入試までは、 本大学の一般入学紋験による入学者に占める女性のおl合が全国平

均と概ね同水準であったことを踏まえると、平成30年度の一般入学試験の合格者に占める

女性の割合が低下しているζとは注目すべき点、といえる （下表①及び②の燈色ハイライト

部分多ー照）。

他方、本大学の全入学者に占める浪人生の割合については、平成30年度入試を除き、概

ね 70～80%詣で推移していたe 平成25年度入試から平成 30年度入試までの全国の医学部
の合格者において 19歳以上の割合は65%前後で推移しているところ却、本大学の全入学者

のうち浪人生の占める割合は、平成30年度入試を除き、全国平吻を上回っていたと考えら

れる（下表①の青色ハイライト部分参照、）＠

①本大学の入学者数・21

く－／投入学試験経由での入学者数〉

総数 男性 女性 現役生 浪人生

平成25年度
99名 66名 33名 22名 77名
100% 66.拘ら 33.3・． 22.2% 77.8% 

平成26年度
100名 65名 35名 14名 86名

100% 65.0% 35.0早急 14.~も 86.明色

平成27年度 100名 70名 30名 14名 86名

＂＇平成 30年9月4日付文部科学省公表資料『医学部医学斜の入すJ者選鉱における公正確保等に係る緊急
調'Ifの締果速報について』に記載の数値に依拠し．金合給者に占める 19歳以ょの合格者の割合を算出し
た数値であり、金合格者に占める俄人生の割合をE縫に示した故字ではない．
＂各表記載の割合は各年度 0）総数に占める割合を示している．
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総数 努4生 女性 現役生 浪人生

100% 70.併も 30.00,o 14.0% 86.0% 

平成28年度 l

99名 60名 39名 6名 93 4', 
!00% 帥 60,も 394% 6.1% 93.9% 

平成29年度
93名 64名 29名 12 <f, 81 ，も

ドー

10併も 68.8% 31 2• . 12.9% 87.1% 

平成30年度
80名 61名 19名 16 <f, 64名
100叫 76.3杭 .23.8% 20.0% 80.0% 

（本大学徒供資料に記載の数（1tを利用し、当者B員会が衰の形に整理したJ

〈推薦入学試験等の経由を含んだ全入学者数〉

絶数 男性 女性 現役生 浪人生

平成お年度 ！
115名 69名 46名 38名
100% 60.0判 40 （）⑨。 33.0% 

平成泌年度 ：
115名 70名 45名 29名
ゆ0% 60.9% 39.1% 25.2叫

平成27年度 ；
115名 76 4s 39 4s 29名
ゆ0% 66.1% 33.9% 25.2% 

平成28年度 ！
115 4出 66名 49 4民 22名
IC坤% 57.4% 主主.60,o 19.1% 

平成29年度 （
115 4', 75 ::I!, 40::t¥ 34名
ゆ0% 65.2% 34.8% 29.6% 

平成初年度l 115名 70 ,I; 45名 51名
ゆ0% 60.9% .19.1% 44.3% 

② 全国の入学者数（※推薦入学試験等を経由した入学者を含む。）

総数 男性 女性 現役生 浪人生

平成25年度
8 638名 5,736 41 2,902名
100% 66.4% 33.6令。

平成26年度
8.677名 5 773 :f. 2,904名

100% 66.5% 33.5・b ー ー

平成27年度
8,726名 5.169名 2.957名
100% 66.1% 33抑ら

平成:18年度
8,858名 5,868名 2,990名
100% 66.2% 3 3.8% 

平成29年度
9,013名 5,837名 3,176名
100% 64.8% 35.2% 

平成30年度
9,002名 5,874名 3,128名
100% 65.3% 34拘匂

｛文部科学省が公表する f学校義本調査J（平成25年度～平成30年度）に記般の数怯唱を利用し、当委員

会が衰の形に整理した．）

(2）本大学卒業生の医師国家試験合格率（各年度の新車受験者）

医師国家試験I立、毎年2月中旬頃に実施されるところ、 医師国家試験実篤年の3月まで

＂全閣の入学者に闘し、現浪区分に基づく統計値 l:t入手することができなかった．
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にヌ巨大学を卒業する見込みで医師凪家紋験を受験した新卒受験者の受験者数23、合絡者数及

び合絡率を性別及び本大学入学時点、における現役生 ・浪人生の知lに分類した結巣は下表の

とおりである。 一昔Bの年度で例外が見られるものの、男性・女性ともに浪人生を絞て本大学

に入学した学生の方が医師国家試験の合格殺が低い傾向が見られる（黄色ハイライト部分

参照）。他方で、男女で比較すると 12年度中 8年度において女性の合絡喜容が男性を上回っ

ており、概ね女性の方がおし、合絡Z容を示している｛下表の背色ハイライ ト部分参照）。

受験者数 合格者数

男性 女性 合計 男性 女性 合計 i男性 l女性 l合計
現役生 24名 18名 42名 23名 17名 40名

平成20年度 ［浪人生 43 41, 14名 S1名 39名 14名 53名

合計 67 4', 32名 99名 62名 31名 93名

現役生 21 ，名 19名 40名 20名 19名 39名

平成21年度 I浪人生 39名 17 41, 56名 36名 16名 S2名
合計 6041, 36名 96 41, S6R!¥ 3S名 91名

現役生 19 41, 20名 39 41, 18名 20 :ti 38名

平成22年度 I浪人生 40名 』3名 53名 38 :ti 12名 50~ 

合計 S9名 33名 92名 56 :11 32 41, 88名

現役生 17名 16名 33名 15名 16名 31名

平成23年度｜浪人生 45名 21名 66 41, 39名 19 ::f, S8名

合計 62名 37名 99名 54名 3S名 89名

現役生 II 4当 14 :t, 25 41, 11 ::f. 12 :11, 23名

平成24年度 I浪人生 48名 22名 70名 41名 19名 60名
合計 59名 36名 95 :jl, 52 41, 31 ，名 83 :t', 

現役生 12 ,& 15名 27 :t., 12名 14名 26名

平成25年度 I浪人生 60名 21 ，名 81名 47名 17名 64名
合計 n名 36名 108名 59 :!!. 31名 90名
現役生 9名 13名 22 <I', 9 :11, 13名 22 4!, 

平成26年度 I浪人生 51名 25 :t', 76名 45名 23名 68名
合計 60名 38名 98名 54各 36 4!. 90名

現役生 17 :t¥ 19 41, 36名 16名 18名 34名

平成27年度 lill人生 46名 23 :ti 69名 44 <I', 22名 66 41, 
JOO 

合計 63名 42 :f, 105名 60名 40名
名

現役生 13名 14名 27名 12名 14各 26名

平成28年度 I浪人生 52名 24名 76名 47名 21 :f, 68 41 
合計 65名 38名 103 :f, 59名 35名 94 :!; 

現役生 】9名 IS名 34名 I 8 :f, 15名 33名

平成29年度 I浪人生 48名 29名 77名 39名 27名 66名
合計 67 :f, 判名 I I 1名 57 :I, 42名 99名

平成30年度｜現金生 19 :I, 17名 36 <I', 19名 17名 36名

＂医師 国家試験実路年の3月までに大学を再再築する見込みで医師国家試験を受験した新卒受験者の数であ
り、過去に医師筒家訟験を受験したものの不合格となり、再度受験した者等の数は含まれていない．
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受険者数 合格者数

男性 女性 合計 男性 女性 合計｜男性｜女性 ｜合計

浪人生 41名 2：；名 66名 39名 23名 62名

合計 60名 42名 叩2名 58名 40名 98名

現役生 20名 22名 42名 20名 2』名 41名

平成31年度 l狼人生 50名 24名 74名 48名 お名 71名． 112 
合計 70名 46名 116名 68名 44名

名

（本大学徒供資料に記載の数値を利用し、当委員会が衰の形に繋思した，）
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第 3 本大学の一般入学試験における一律の差別的取扱いの存否について

1 はじめに

本件ヒアリング等において、A元入試委員長 （以下 rA氏j又は rA元入試委員長j とい

う。）、 B元入試副委員長（以下 rs氏J文は rs元入試副委員長jという。）、 C元入試副委

員長 ｛以下 re氏j叉は re元入試副委員長Jとb、う.）、0元入試副委員長（以下 ro氏』

又は ro元入試同l委員長Jといい、以上の4:j告を rA元入試委員長らj又は rA元入試委員

長ら4名Jと総称する。） は、志願禁 ・綱至宝容の記載内容にZ基づき受験者一人ひとりに対し

て採点、を行った旨供述し、ti百IJ・現浪区分という属性を理由とする－fltの差別的取扱し、を否

定した。

しかしながら、 当委員会は、本件ヒアリング、本件フオレンジック調査等によって、 ヨ拡大

学の綱査対象年度における一般入学試験において、 A元入試委員長ら4名による、性j]IJ.現

浪区分とし、う属伎を王聖自とする一律の径百IJ的取扱いが行われていたと認定した。一方で、 一

定の~督賞任等は免れないと考えぎるをす専ないものの、理事長、学長、学部長ら及び A 元

入試委員長ら 4名以外の制主主対象年度に関する入試委員については、上記の差別的取級い

の認識があったとは認められなかった。

以下、一般入学試験の日程及び具体的な流れに関する事実関係を整理事ーした上で｛後記 2）、

A元入試委員長らの主張・弁解の内容をまとめ （後記 3）、最後に、当委員会が上記認定に

至った根拠を示す（後記針。

2 一般入学試験の日：稜及び具体的な流れに関する事実関係

本大学における一般入学試験の日稜及び具体的な流れは下表のとおりである。なお、下裁

に記載した事実関係については本件ヒアリングにおいても続ねこれに沿った供述が得られ

ている。

番
時期＂

号
事項 相軍要

の 1月下旬頃（X) 第l~試験 ・第l1'(試験｛学科紋験｝が実施されるe

Xの午後 ・X+ I 
第 ～2日
1 ② ｛第l~試験の 首lI i,:1t;t験の採点

. 2日間と半日をかけて第 1次猷験の採点が実施さ

1'( 翌日及び翌々
れる．

Z式 日｝
験 －入訳作業箪パYコンを用いて、採点結携を入試管

③ 
X+3日 m 11'(試験の採点
｛採点の翌日｝ 結巣の集計

思システムに入力する等の集計作業が行われ、合
答申j定会議の資料が作成される．

制 f時期J欄に 『÷O日Jと脅かれている加算回数は営業日ペースであり、伊jえば、 Xが金稲田である場
合、 X+l日は頚営業日である月総Hを指寸ユ
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番
時期” 事項 続要

号

X+4日
入紙袋員による合 ・入紋委員全員による合否判定会議が行われ、第 1

＠ ｛係点の集計の
翌日｝

否判定会議 次試験の合絡ラインの設定が行われる．

x+s日
第 1次試験の合格

⑤ ｛合否判定金総 －第 t~試験の合格発表が行われる．
の~日｝

者発表

第 l次試験の合
－第 I，：！：試験合絡者に対して、第2次試験が築総さl書発表直後の土

⑥ 
畷日・自織田｛日

第2次試電車 れる。

眼目をY) ・函畿の採点は、術援委員によって即日行われる．

・4、磁文の採点や入試作業率パソロンを用いた採点
Y+I～2 A 

百~ 2 次試験の採点
結果の入試管理システムへの入カ当事の集計作撲

第 ① 
（第2次試験の

及び採点結集の銀
が行われ、合否判定会館の資料が作成される．

事翌日及び翠々 ・作成された合否判定会織の資料は、合否判定会議
2 

日）
許

までの問、入試作業箪に敏位されたキャピネッ ト

"' 内に絡錠された状態で保管される．
3貢

Y+J日 ・合否'il"JJE会縫の資斜を用いて入試委員会員による
験
⑨ （採点の集計等

入試委員による合
合否判定会議が行われ、＆終合絡ライン・補欠合

否判定会議
の翌日｝ 格ライン決め等が行われる．

Y+4日
－合否判定会君主の結巣が、学部長、学長及び理事長

⑨ （合否判定会総 臨時教授会
の翌日）

に報告され、その後、臨時教授会に報告される．

Y+S日
第2次紋験の合指

・2再2，：！：試験の合格発表が行われる《
⑬ （臨時教授会の ・平成28年度入院においては、祝日の関係上、 Y+

者発署員
翌日） 4日に第2l1;:試験の合格者発表が行われている，

一例として、平成30年度入試のスケジューノレは下表のとおりである。

番号 日時｛いずれも平成却年｝ 内容

「i) l月 30日｛火嶋田｝ 第 Il1;:J式験 （学科獄験｝実姥

② 
l月31日 （水沼田｝

第 I~試験の採点 (I 月 30 白 ｛火略目｝午後以降）
2月lB （木織目｝

③ 2月2日 （金曜目｝ 第 Il究;¥I:験の録点結果の集計

＠ 2月5日（月IM日｝ 入試委員による合否判定会織

③ 2月6日（火’曜日｝ 第 l次試験の合格者発表

⑥ 
2月 10日（土’曜日｝

2月 II日｛白域自）
第 2 ~試験（遊性検査広小論文及び笛綾｝実経

⑦ 
2月 12自 （月曜日｝

第2世；依験の係点及び採点結果の集計
2 JI 13日（火眼目｝

＠ 2 JI 14日（水眼目｝ 入試委員による合否判定会鍛

⑨ 2月 15自 （木曜日） 臨時教授会

⑩ 2月 16日（金織田｝ 第2~試験の合格者発表

3 A元入試委員長らによる主張の内容

(1）各年度の採点担当に関する主張

A元入執委員長らは、志願禁 ・調査警の採点のうち、志願烹については、平成27年度入
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試及び平成28年度入試についてはD元入試副委員長、平成29年度入試及び平成30年度入

試についてはC元入試副委員長が採点をf担当し、調査舎については、平成27年度入試から

平成30年度入試の4か年度全てにおいてB元入試副委員長が採点を担当し、資質上の疑義

｛平成28年度入試以降）については、A元入試委員長が採点を担当していたと主張してい

る。

(2) 各年度の志願童書 ・絢査書の配点に関する主張

A元入試委員長らは、制査対霊長年度において、志願裂の記載内容のうち 『活動状況j及び

f志望動機iに関する記載（後記オ（ア）歩照）に配点、を設けて採点し、調査容の記織内容の

うち f各教科 ・科目等の学習記録j及び『特別活動の記録等Jにl期する記載（後記オ（イ）参

照）に両日点を設け採点していたと主張する。また、平成28年度入総及び平成29年皮入試に

おいては、資質上の疑義という配点、項目を設け、i磁性検査及び調査書記載の欠席回数を総合

的に評価して採点し、平成30年度入試においては、資質上の疑義として、欠席日数及び医

師としての適絡位をIJll点、していたと主張する汽

各翻査対象年度における A元入試委員長ら 4;:j誌の主張を総合的に評価すると、 A先入試委

員長ら4名の主張する各調査対象年度における志願祭・調交替の配点は、以下のとおりであ

る，.. 

ア 平成 27年度入試に関する主張

志願累・調査
配点 内訳 備考

書

志頗3耳 40点
活動状況 30点 10点刻みで採点．

志鑓動機 10 Ai. 1点刻みで採点”
各教科・科目等の学習記

20点
調査志野 40点 録（：事定｛直等） いずれも IO点刻みで採点包

特別活動的記録等 20点

イ 平成28年度入試に関する主張

志願業・調査
配点 内訳 備考

ーー志願~ 40点
活動状況 30点 10点刻みで採点．

志望動機 IO点 1点；！｛！Jみで採点噌

関査容 40点 各教科・科自等の学習 20点 いずれも 10点刻みで採点，

" C元入試副委員長は、資質ょの疑義のB重点にあたっては、 A元入拡委員長は、面僚における部俊接員の
評価衰のほか．術後姿負からヒアリングした面綾当日の闘き取り内容も評価の対象にしていたと述べてい

る．
%但し、 D元入獄副委員長は．平成29年度入試以降入試委員の臓を離れていることもあり、全般的iこ他
の3名に比べて配点に関する記憶が暖昧であると述べている．
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志願察・調資
配点 内訳 備考

司書

記録｛評定値等｝

特別活動の記録等 20点

＼ ＼  
・ 10点刻みで採点（B氏の書面

-60点、
回答），

資質上の疑義 -60点
－大きく問題ありとされた者ーの

みマイナスとした。

ウ 平成29年度入試に関する主猿

志願耳障・調査
配点 内訳

備考

嘗

志願蕪 40点
活動状t昆 30点 10点刻みで採点，

）；！；銀動機 IO点 l点刻みで採点．
各教科・科目等の学習

60点
鰯資請書 120点 記録 ｛務定値等） いずれも 10点刻みで採点．

特別活動の記録等 60点

資質上の疑義 ・160点 • I曲点
大きく問題ありとされた者のみ

マイナスとした。

エ平成30年度入試に関する主張

志願書再・開査
配点 内訳

備考． 
志願）；＇！ 60点

活動状況 30点 10点刻みで採点、．

志望動段 30点 3点、刻みで採点，

各教科・科目等の学習記
60点

調査書 120点 録｛評定値空事） いずれも 10点刻みで採点．
特別活動の記録等 60点

資質上の疑義 ・180点
欠席日数 ・80点 大きく問題ありとされた者のみ

医師としての進絡性 ー100点 マイナスとした．
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オ志願.・関査．の採点に関する主張の図示

資質上の疑羨を除く志願禦・調査書の採点に関するA元入試委員長らの主張を図示目する

と、以下のとおりである汽

（ア）志願耳障

志隻動機
(H30 30点
H27-H29: 10点｝

平属23C碍II －一
霊マリアンナ医科大学入学志願票凶I~ 
. ＇，，骨’ ，． a • II網

’‘ 
.・‘
．． 

‘.. 
・・ ． 同 ’ 由・＋司F ． ，． 
． 開

,. ....拘．． ． 
” .・E’． 司

II• 1" ． 司
車電＋司’ ． 掬
，．瞳II ...司区 ． 

” ‘...岡El’ ． ” 向~： : : 
轟.・，＋．.... 
’‘邑・・・
A・4・·•同・

需主

幽 H

’亀 ヲ，＂
’h 
．． 

• ． 

•• ••• ． 
司区楠

'" 
．． 
e圃＋’，，・t’.．． 
高・4・・t ．‘ 
”岨

帥

＇・・

・＿，禽

4・・t－・
R・尉晶，

“ 

回牌

：・，・
a・・e

.・．

＂‘’ 
ifi:冨・.. 

’圃柚i・‘；~~昨M・・h叫川日hA’ ‘ ” 
同

。噛 4・・...... 
回

a・....・，，ーー

一

【’11,.1,.U・也・3
・山 山、法・．,.u同 H的
叫・・．
1・也..ー・・・、．l'••T'•t.• ... 守・...........‘ 
曹、’‘・・・山・．

”なお、志願望書及び調査容の出典は、 前’E’12の2(4）ア及びイと同一である．
＂括弧内は A元入試委員長らが主張する配点を記搬している．
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（イ｝関査・

｛表面）···~ 『・J

． 
．・・，，．． 

．．． 
． 

・・．． ． ’‘ 
,: ． ”「： ．，． ・－ ． ． 

－・・；・＇・．・・・．・，．: ・－－． ． ． A’，・．. ・．・‘． 

・－...... －－． ・．．． ． a・・－・・‘－ ............・ 4‘E・． ． ． 
． ・－・・・．;: ’． ・．; ・．． －． 

3・ー，；・,l l ・． ・．・－． ． ．．．． ． 

一各制ヰ・4ヰ目等の学習トーーー
記録
(H2()...HJO 60点
H27寸i28 20点）

ート
』，－・4』，..－’...... 
． ． ・．． ・．．・．・．．． ． ． 4・・ ・..司’・a・．．‘・ －ー，．．..... _ 

・．． ． ．．．．．．， ．．．．． ‘． 
•I J・l 1奪I . l • I J・I,I! I ‘ ． 

(3） 採点の方法に闘する主強

（裳商）

<a<・・－－
・’ ． ． ． 4・・

．． ． ． ． 
．．． K • • • 

－’k －．．，．． ・－ 一－－ ー－－ー，．．．
’・ ． 

． ・.・・ ．．．． 2・h・‘ ．‘・・． ・． ． ． 
e町． ． 

’：・・．・ ザ . ...  刷舎．・．． ． ． 

． ’ － ． 
．．ι 一 特別活動の記録等．・， ：』ー (H29-H30 : 60点． ． ． ． H27-H28 20点）． ：』ー． ． ． 
• 1.1 

－． ． ． 

． 
． 

.....ー・・・・•• •Hr＇－＇ •••＂』－ー －．，・．．
－・．
・．． 日 ...... ，・‘ ． 

A元入試委員長らは、志願巣・調査警の採点、方法に関して、概ね、以下のとおり主策する。

① A元入試委員長らは、 調査対象年度においては、第 2次試験の翌日及び翌々日に、

本大学校舎の地下にある入試作業室において、志願緊・調査苦手の採点を行った。

② A元入試委員長らは、第 21:1-:試験受験者400名前後の志願禁・調査苦手のコピーを3

部ずつ用意し、文は、教育諜の担当者に用意させ、まずは入試委員長及び各入試副委

員長の3名で50名程度の採点を行って、採点方針について概ねの共通認識を形成し

た。

③ そのよで、各入試副委員長それぞれが担当する志願禁又は調査替の採点を行い、入

試委員長が資質上の疑義について採点した29。

＠志願娯・調査蓄の採点結果については、入試委員長と入試副委員長の 3名で採点し

た約50名程度を除き、志願娯及び調査警の採点を担当する各入試副委員長が採点結

果を入試委員長に口頭文は手書きのメモで報告した。

鈎この点に闘し、 A元入試委員長は、個別の志願望翼・調査容の採点に闘しでも、問題があるとされた受験
者のものについては入試委員長及び各入試副委員長の3名で合議して採点をしたと述べ、 C元入試副委員
長は、3名が同じ受験者の資料を同時に確認しながら評価していたと述ベている．
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⑤ 上記③のfll告を受けた入試委員長は、平成28年度入試から平成30年度入試につい

ては f資質上の疑義jについて採点し刈j日味した上で、合計点を計算し、入試作業家

のパソコンを用いて、入試管理．システムに入力した。

⑥ A元入訳委員長らは、採点及びその入力の過程で作成した書簡類は全て破楽した。

(4）各年度の採点、の方針についての主張

A元入試委員長らが主娠する翻査対象年度における志綴；：；， ・翻査君主の採点方針は以下の

とおりである。 A先入試委員長らの主猿によれば、 L、ずれの評価項目についても、客観的か

っ明協な評価基準は予め定められておらず、実際の百平柑61立採点者の殺誌に大きく会ねられ

ていたとのことである＂ .

なお、 A元入試委員長らの本件ヒアリング電車における供述は、概ね共通したものである

が、当然ながら一言一句同じものではなく、以下の記述は A元入試委員長らの供述を元に

当委員会において鋒点方針に関するA元入試委員長らの主張を lつにまとめ、その内容を

A先入試委員長らに幸子商で交付し、その主張と飼館がないか否か硲Z君、を符たものである。当

該確認H寺にA元入試委員長らからなされた主な指衡は脚注に示されている。

ア志願葉

｛ア）活動状況について

A元入試委員長らは、活動状況については、医師を目指ずにあたって望ましい経験である

学内 ・学外（卒業後の活動も含む。）におけるスポーツその他の活動経験、それぞれの活動

において部長等の婦導的立場にあった等の立場・役割、資格の取得等を骨平価の基礎とし、総

合的に考店、して、 I*点していたと主張する32。

特に6年間の医学部教育に耐え、かっ、医療の現場tこ耐えられるような心身の健全伎を期

待する観点と、チーム医療に適した高い協調伎を求める観点から、スポーツ系の部活動の所

属歴や大会での成績、 生徒会活動、グループ活動、ボランティア活動の実績を重俊したと主

張する。

例えば、中学校 ・高等学校時代を通じた一貫した運動の継続、都道府泉大会、全国大会へ

の出場等の活動成績、音fi活動のキャプテン経験、医療・縞祉領域のボランティア活動参加、

”二の点に飼し、C先入試副委員長Ii、『資質上の疑義Jの採点に備してはA先入試委員長から般拠の説
明等もあったと述べている．
れこの点に伺し、 C元入訳副委員長i立、受験者が微々な分野での活癒を織々な表現でアピールしてくるた
め、明確なy;懲の般定は悶E撃であると総織しており、評価に役割分担はあったが、 3,gの元には志願紫と
調弦舎のコピーがあり、採点の絡巣lまA元入試委員長を含めた合畿の緒呆と認ぬしていると述べている。
n この点に闘し、 C元入訳長副委員長は、スポーツ ・線外活動・各種大会成績取得資絡を主要符価項目と
して辞伍し、そのほかのアピールについても評価を行っていたと述べている。
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上級救急認定等の取得状況、被災地への支綬活動の重量加、留学経験、国際科学オリンピyク

出場、模擬国連への出場等が高評価の対象となったと主張している。

その評価に際しては、①部活動については、文化部の所属歴も評価の対象にしたものの、

大会での成績等がなく、単に所属していただけの場合には遂動部の方に高い評価を与えて

いた、②生徒会活動君事の学内活動については、協翻伎の観点から役員E霊は言手術するが、学級

委員レベノレの活動は評価しなかった33、③資絡に関しては、薬剤師や獣医師等の資格を評倒

したとも主張している。

（イ） 志望動機について

A 元入試~員長らは、志E躍動機については、本大学への志向性や志望動機の具体性につい

て、本大学の建学の精神（生命の毒事厳を線ぶ・隣人愛）に言及しているか、本アドミ yショ

ン・ポリシーやカリキュラム・ポリシーを理解しているか等といった観点から評価をしたと

主張する。

特に志5自動機において、具体的な医師像やそのための中学校・高等学校時代の取組内容、

本アドミッション・ポリシーやカリキュラムの魅カを感じた点等について、自分の言楽で記

載されていれば高評価の対象と し、医師になる動機が明確でない場合（貌抜が医師であるか

ら医師になりたいといった綴合等）や本大学のホームベージやパンフ レyトをなぞっただ

けのような場合には低評仰と したと主張する。

イ 調査書34

（ア）各教科 ・科目等の学習記録について

A元入試委員長らは、各教科・科目等の学習記録については、受験者の成績及びその推移

や出身高等学校の偏差値等をt￥価の対象とし、その評価に｜探しては、当E案受験者の出身高等
学校の偏差値毒事をインターネットで検索する等して加味し、一定の翻磁を行っていたと主

張する。

（イ）特別活動の記録等の評価について

A元入試委員長らは、特別活動の記録等については、 高等学校時における特別活動、指導

上の参考となる絡事項、総合的な学習時間の内容・評価等に関する記載を評価の対象とし、

Jlこの点に関し、 C元入試副委員長は、学織委員レベルの活動も評価の対象にIましたものの、特別帯iい辞
僚にはしなかった纏旨である旨を述べている．
”但し、口元入主主副委員長は、湖~書は採』宮、担当ではなかったことから、純資容の採点、の方針に闘する詳
細については覚えていない旨を述べている。
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学内委員、運動系の告B活動、皆!PJJ貧 ・線量品質、備考織における雨空手今校の封印jがあった受験

者を高く訴価したと主張する一方、良き医療人や医学者ーとなる可能性が低いと判断される

者については減点の対象としたと主援する。

そして、 A先入試委員長らは、上記の筏点、を踏まえた実際の評価に際しては、自B活動・ボ

ランティア ・袋彩・学外の活動等を箪点的に評価し、特に、官官活動に関しては、①厳しい環

境や団体競技で頑張ったという経験が医衡に向いている資質を示すとともに、個人続技で

もクラブのチームの中で頑張ったという経験や体力簡をE車線して、文化系よりも運動系の

部活動を高く訴価した、②運動系の部活動のうち、サyカ一、野球、アメリカンフットポー

ノレ等の fヘビーJなスポーツの経験者については、このようなスポーツと学業を両立してい

たことを重視して、｛也のスポーツよりも応い評価をしていた、③文化部でも良い成績を残し

た者には高い評価をつけていたと主張する。

なお、出身高等学校における保存期間が経過した等の事情により、翻盗警の提出がない受

験者については、調査替の評価はO点とする場合もあったが、場合によっては志願蒸の情報

を参考に採点、していたとのことであった九

ウ 資質上の疑義について

A元入試委員長らは、 f資質上の疑主主JI立、欠席日数が多い受験者や函綬及び適性検査の

結果等に問題がある受験者の点差止を減点する項目であり、平成30年度入試については、 f欠

席目数Jと f医師としてのi遍絡位J＇こ分けて採点していたと主張する。

資質上の疑義の採点に関しでは、平成28年度入試及び平成29年度入獄ではf欠席日数J

及び f医師としての適格性Jといった明確な区分はなかったが、 A元入試委員長らは、その

評価］.！；準は、平成28年度入試及び平成29年度入誌と平成30年度入試とで大きく変わると

ころはなかったと設明している。

（ア） 欠席回数

A元入試委員長らによれば、欠席日数は、 6年間の医学部教育を全うすることができるか

否かを砲認するために益要な指標と考えており、単純に欠席回数だけで機械的に評価した

ものではなく、欠席獲由も考I葺した上で、評価したと主張する。例えば、欠席が疾病 ・傷害

等によるやむを得ない理由による場合には、一定の補正を行ったり、欠席日数について減少

＂この点に闘し、 八元入試委員長11.i調査舎がない場合についても、薬剤師毒事的資絡や特別な活動l涯のあ
る受験者については得点、を与えていたと述べる。また、 B元入紋副委員長I立、調査省の提出がない受験者
については、志願累の情報を善参考に得点在与えており、 0点としてはいなかったと述べている。さらにC
元入試副委員長は、 E調査書努力g提出できない受験者については不利にならないように、直ちに調査容の点
数を0としたま患哉はなく、 3人でj志願難から高校時代の活動を続み取引、また、取得している資絡や益語学
郎等の大学班事者には出来る限0評価を行ったと述べている。

36 



傾向にある場合（例えば、 I年次には多かったが、 3年次には減ってきたといった場合）に

はその綴織も考慮していたとのことである。

（イ）医師と しての適格性

A元入試委員長らによれば、医師としての適絡性については、 面接において低評価がなさ

れた受験者について、入試委員会が面接委員からヒアリングした内容に義づき、遥性検査の

結果も参考の上、評価したとのことである。

4 当委員会による認定及びその根拠

A元入試委員長らは、 前記3のとおり、部活動の状況等に応じて志願累・調査容を個別に

採点したものであるとし、性別 ・現浪区分を理由とするー徐の差別的敗扱いを否定した。

しかし、当委員会の認定によれば、以下のとおり、木大学では、調査対象年度において、

A元入試委員長ら4t品による、性別・現波区分を理由とする司事件の差別的取扱いが行われて

いたと認められる。

(1） 各年度の入学総験結果の分析

ア 怠願!,1!;..層筆書の採点結果とされる点数の分析経線

（ア）本大学提供資料に基づく点数分析

当委員会は、各翻まま対象年度の受験者の氏名、性別、年齢並びに第2次試験科目の合計点

及びその科目ごとの内訳等が整理された f第 2 次試験成総－~ （成績l股）J 36と題する資料

（以下 f本件第2次試験成績一覧表Jという。）の提供を受けた。本件第2＂＇試験成績一撃を

表には、平成27年度入試は398名、平成28年度入試は393名、平成29年度入試は360名、

平成30年度入試は423名の各入試年度における第2次試験受験者の総数分の情報が記載さ

れており、A元入試委員長らが係長したとする志願紫・誠3聖書の点数もそれぞれ訟t産されて
いた。

しかし、 本件第2次試験成績ー覧表には、年齢の記載はあったもののき見浪区分の記載がな

かったことから、そのままでは、 志願禁・調査香の採点結果とされる点数と性別の関係は分

析できても、 当該点数と~i良区分との関係は疋砲には分析できないことが判明した31. そこ

“当絞資料には受験者の他人情報が詳細に記載されているため、本報告書には掲載していない．
" jj;）えば、問じ18畿の受験者でも生年月日によって現役生もいればli良生もいるように、年齢だけで
は、現浪区分を判別することはできない，
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で、当委員会は、生年月 日の情報を加え、各受験者の年商事だけでなく現i良区分も¥llllり出した

J：で分訴する必要があると考え、調査対象年度の本大学の一般入学試験経向の入学者（平成

27年度入試 100名、平成28年度入試99名、 平成29年度入試93名、 平成30年度入試80

4古）の志願巣 ・調盗容に記載された生年月日から現浪区分を書1）り出した。その結来、当委員

会は、ヌ｜立大学の入学者に関して、性別及び現1良区分と志願紫・調査苦手の採点結巣とされる点

数の関係を並製し分析することができた（以下、本大学提供資料に基づく分析を『本件入学

者点数分析』という。）。

なお、本大学においては、個人↑官級保護の観点から、調査対象年度の入学者以外の志願~ ・

調査警については既にJ1l楽済みとのことであり、上記分析においては、本大学の入学者以外

（不合t害者や合格したものの入学しなかった受験者）を分析の対象とすることはできなか
った。

（イ）本件フ沈レンジック潟査の結果を踏まえた点数分析

その後、本件フ品レンジシク調査を行った結果、入学者だけでなく第2次官式験受験者の大

半の受験者を含み、かっ、年齢だけでなく里見浪区分が記載されている以下のエクセルファイ

ルが発見された。

① 繍査対象年度の大半の第21':l式験受験者却の受験番号号、性別、年齢、現泌区分並びに

$i'l2次試験科目の合計点及びその科目ごとの内訳等が記載されたf入総情綴Jと題す

るシートを含むエクセルファイノレ｛以下 「本件エクセルファイノレ①Jという。）

②平成28年度入試の全ての第2次試験受験者の受験番号、氏名、性別、年鈴、現j良区

分等が記載された『0517会志願者 ト 次不合絡＋合格39)Jと題するシ｝ トを含むエ

クセルファイノレ（以下 f本件エクセルファイノレ②Jという。）

本件エクセノレファイノレ①における各科目の内訳には、 A 元入試委員長らが採点したとす

る志願禁 ・調査容の点数が記載されていたが岨、本件エクセルファイノレ②には志願緊・溺査

沓の点数は記載されていなかった。

本｛牛エクセルファイノレ①及び本件エクセノレファイノレ②の作成経緯は本件ヒアリングから

も明らかにならなかったものの、当委員会はこれらに記載された内容と本件第 2次試験成

績ー・覧表の内容とを照会して＊帝王ました結果、ニれらのエクセルファイノレの内容が、制査対象

＂平成 27年度入lit！ま第2次試験受験者398名中343名、 平成28年度入試は393名中369名、 平成29年
度入紋は360名中345名、 平成30年度入試は423名中392名の受験者の情報が記載されていた。次の②
のとおり、平成28年度入黙については第2次試験受験者ー全員分のデーヂ｛本件エクセルファイル②）が
別途発見されたため、同年度入試に関する本件エデセル7アイノレ①のデータ（:I:分析に用いられていない．
n本ファイルには、『0517全志願者（ー欲不合格÷合絡）Jというシート名のとおり、第2＂＇試験受験者
を含め平成28年度入訳の全ての志願者と考えられる受験者’情織も記載されていた。
喝。当該資料においては I志願票・絢査'i!fJを直俊示す項目lまなかったが、r2i,;調型車合計Jと贈する項目
で記載された点数が本件第2l:);試激成績一覧表に記載された『志願票 ・ 調'1!1~Jの欄に記載された点数と
一致していたニとから、 r2 次樹援合計J と~する項目で記被された点数を分析に用いた。
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年度予における第 2次試験受験者の里見浪区分をも含むデータと して信用するに足りるもので

あると判断した。

そこで、当委員会は、捌査対象年度の第2 ~試験受験者の大半のデータである本件エクセ

ノレファイノレ①及び本件エクセルファイノレ②内の情報に基づき、性別及び現i良区分と志願票・

澗査舎の採点結果とされる点数の関係を務理し分析した（以下、本件エクセルファイル①及

び本件エクセルファイル②に基づく分析を「本件第2次試験受験者点数分析Jという。）”。

｛ウ） 点数分析の結果の概要

本体入学者点数分析及び本件第2次試験受験者点数分析の結果は後記イのとおりであり、

いずれの調査E対象年度においても、 A 元入試~鈴長らの供述によれば志願巣 ・調査替の係点

結果であるという点数について、性別及び現j良区分に応じて機械的に割り振られている傾

向が領事事に認められた。

イ 各年度の給果の型車理

（ア） 平成27年度入試

平成27年度入試の志願燕 ・調査容の採点結果とされる点数分布の分析結果は下記のとお

りである。なお、平成27 年度入試の志願~ － 潟査替の直己点は 80 点、である。

① 本f'I＇・入学者点数分針

平成27年度の男性入学者I立、合計70名である。そのうち、現役生9名のうち8名が48

点、 11食生20名のうち ！？名が38点、2l.良主主21名のうち 16，￥.，が 28 点、 3 浪~ 9名のうち

8~が 18 点、 4 浪以上の入学者 ll名のうち9名が 18点を獲得していることが判明した。

また、 同年度の女性入学者は、合計30名である。そのうち、現役生4＃，全員が30点、 1

1食生 12名のうち 10名が20点、 2i良生7名全員が 10点、 3i食生4名のうち24',がO点、 4

1食以上の入学者3名のうち2名がO点、を獲得していることが判明した。

②本件第2次試験受験者点数分析

“本件エクセルファイノレ①及び本件エクセルフ7イノレ②iこは、 f！見ift区分jの欄にOから9までの数字が
記殺されていたところ．本件7オレンジッタ調査により、 0を『現役J、lを『11如、2を r2i初、3を
『3浪J、4をr4 l良以上』、5を f大学卒J、6を f大学院卒』、？を f短大Z巨大学中退・大学在学J、8を
『社会人｛高校卒業後6か月以上勤務）』、9を f外国卒・大検f認定・通信卒・定時卒Jと示す資料が発見
され、本大学がそのような盤穫を行っていたことが判明したため、二れらの区分を参考にして集計した．
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本i牛エクセルファイノレ①においてデータの発見された平成27年度入試の男性の第2次試

験受験者は合計203名である。そのうち、現役生 17名のうち 15名が48点、 I／良生51名の

うち47司局が38点、2浪生50名のうち46名が28点、 3i.良生25名のうち23名が 18点、 4

浪以上の受験者26名のうち21名が 18点、その他34名のうち32名が 18点を獲得してい

ることが判明した。

また、本｛牛エクセルファイル①においてデータの発見された平成27年度入献の女性の第

2 1';:試験受験者は合計 140名である。そのうち、現役生 14名全員が30点、li食生454誌の

うち40名が20点、 2i良生38名のうち364告が 10点、 3浪生 12名のうち 11名がO点、 4浪

以上の受験者84誌のうち7名がO点、その他23~のうち 20 名がO 点を獲得している二と

が判明した。

③ 点数分析のま豊理

上記①及び②の点数分析に基づき、平成27年度入試において、性別及び現j良区分に応じ、

点数の集中している点数帯を畿君主すると、下表 1のとおりとなる。

I表 1I 
配点 現浪区分 男性 女性 男女点数量豊

現役 48点 30点 時点

I if¥ 38点 20点 18点
80点 2江4 28点 10点 時点

3 ilil 18点 。点 18点
4浪以上 18点 。点 18点

平成27年度入試においては、①入学者のうち83o/oの点数（志綴W{・5国査書の!ill点結果と
される点数。~の②についても同じ。）が、上記表 l の点数とー致し、②現浪区分の判明し

た第Z次試験受験者343名のうち約91°/oの点数が、上官己表 1の点数とー殺する。

（イ） 平成28年度入試

平成28年度入試の志願禁 ・調査舎の採点、結果とされる点数分布の分析結果は下記のとお

りである。なお、平成28年度入試の志願lW・調査替の宮己点は80点である。

① 本件入学者点数分析

平成28年度の男他入学者は、合計60名である。そのうち、現役生4名全員が 61点、l

浪生 164',のうち 15~が 51 点、 2 i.良金 19名のうち 18名が 41 点、 3浪生8~のうち6名が

19点、 4浪以上の入学者 13名のうち 12名が 19点を獲得していることが判明した。
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また、同年度の女性入学者l立、合計39名である。そのうち、現役生2名ともに42点、1

i＆生 14名全員が32点、 2浪生 II名全員が22点、 3在員生2名ともにO点、 4在員以上の入学

者 IO名のうち7名がO点を獲得していることが判明した。

② 本件費草2次試験受験者点数分析

平成28年度入試の男性の第2次試験受験者は合計229名である。そのうち、現役生 16名

のうち 15名が6I .夜、 Ii食生56名のうち 54名が 51.~、 2 浪生 50名のうち 4941が41点、

3 ／食生27名のうち23名が 19点、 4l食以上の受験者58名のうち564ーが 19点、その他4222

名のうち21名が 19点を獲得していることが判明した。

また、平成28年度入試の女性のm2次試験受験者は合計 164名である。そのうち、現役

生7名全員が42点、 11食生5841のうち57名が32点、 2浪生47名全員が22点、 3話量生 13

名全員が O点、 4 祖~以上の受験者 27 名のうち25 名が 0 点、その他 12~のうら 10 名がO 点

を獲符していることが判明した。

③点数分析の務理

上記①1-g,_び②の点数分析に2基づき、平成28年度入獄において、性別及び現浪区分に応じ、

点数の集中している点数併を鐙恕すると、 下袋 2のとおりとなる。

［君主2)

配点 現濃区分 男性 女性 男女点数差
現役 61点 42点 19声、
1m 51点 32点 19点

80点
2i良 41点 22点 19点
3 l.良 19点 。点 19点
4浪以上 19点 0 #.. 19点
その他 19点 。点 19点

平成28年度入試においては、①入学者の約92°/oの点数（志願書再・綱査警の採点結果とさ

れる点数。次の②についても同じ。）が、上記表2の点数と一致し、②第2≫.＇.試験受験者総

数393名のうち約96o/oの点数が、上記望号2の点数と一致する。

（ウ｝平成29年度入試

平成29年度入試の志願禁・調査苦手の採点、結果とされる点数分布の分析結果は下記のとお

42平成28年度入試においては、本｛牛エクセルファイル②において、現i良区分が 『大学卒Jr大学院卒J
I短大・大学中退・大学在学』f社会人（6か月以上勤務）jf外国牢・大学検定Jと分領されていた者を
指す（以Fl司じ．｝．
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りである。なお、平成30年度入試の志Njii¥l(.翻:l!l:望書の自己点は160点である。

① 本件入学者点数分析

平成29年l支の男性入学者は、合計64名である。そのうち、現役生4名のうち3名が 144

点、I／良生 13名全員が 124点、2浪生1I ＇名全員が60点、 3／食生6名全員が60点、4浪以上

の入学者30'1',のうち27名が60点を獲得していることが判明した。

また、同年度の女性入学者は、合計29名である。そのうち、現役生S名全員が84点、1

浪生21：￥，全員が64点を役得していることが判明した。なお、 2浪以上の女性入学者はO名

である。

②本｛牛第2lXiit.験受験者点数分析

本件エタセルファイノレ①においてデータの発見された平成29年度入試の男性の第2次試

験受験者は合計182名であるe そのうち、現役生1I 3名のうち8名が144点、 l名が44点、

I 1食生49：￥.，のうち41名が 124点、6名が24点、 2r.良生34名のうち26名が60点、 7名が

マイナス40点、 3浪生 17名のうち12名が60点、5名がマイナス40点、 4浪以上の受験者

30名のうち22名が60点、7名がマイナス40点、その他41名のうち30名が60点、9'1',が

マイナス40点、を獲得していることが判明した。

また、本件エクセノレファイノレ①においてデータの発見された平成30年度入総の女性の第

2~紋験受験者は合計 1634ーであるe そのうち、現役生27名のうち25名が84点、24当が

マイナス16点、 Ii良生64名のうち62名が64点、I：名が7イナス36点、2r.良生32名のう

ち25名がO点、7名がマイナス 100点、 3i食生 10名のうち8名がO点、2名がマイナス 100

点、 4浪以上の受験者10名のうち9:lf,が0点、 l名がマイナス JOO点、その他20名のうち

17名が0.o/i.；、I＇名がマイナス JOO点を獲得していることが判明した。

③ 点数分析の空整理

上記①及。⑫の点数分析に基づき、平成29年度入試において、性別及び貌浪区分に応じ、

長数の集中している点数帯を獲恕すると、 下遣を3のとおりとなる。

［袋3]

起点 現浪区分 男性 女性 男女点数量豊

現役 144点 84点 60点
1浪 124点、 64点 60点

160点 2浪 60点 。点 60点
3 i,昆 60点 。点 60点
4浪以t 60点 。点 60点
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配点 現浪区分
その他

男性

§0点

女性

O点
男女点数差

ω点

平成29年度入試においては、①入学者の約96°/oの点数 （志願紫・調査蓄の採点結果とさ

れる点数。~の②についても同じ。） が、 上記表 3 の点数と一致し、②現浪区分の判明した

第2 次試験受験者345名のう ち、 約 s3•1.の点数が、 上記袋3 の点数と一致する。

これに加えて、上記色の点数分析によれば、上記表3の区分に応じた点数幣から、ちょう

ど100点を減点した点数帯に合計49名の受験者が存夜することが明らかとなった。当委員

会が分析を進めたところ、これらの受験者 49名全員の面接の点数が so点以下であったこ

とから、面接の点数がso点以下の場合、志願禁・調査舎の採点結果とされる点数について

100点を減点する取扱いをしていたものと認められた（以下、このような取扱いを fマイナ

ス 100i点ルールjという。）。マイナス I00 1/!i.1レールを考慮した場合、①性別、 ②現淡区分、

③i布接の点数がso点以下かどうかという3つの主要素により、平成29年度入試の現浪区分
の判明した第2?X試験受験者 345名のうち約97•；.，の点数（志願紫 ・ 淵交著書の採点結果とさ

れる点数）が上紀後3に従って軽量滅的に計算できることが判明した。

（エ｝ 平成30年度入試

平成30年度入試の志願架・調査望書の採点結果とされる点数分布の分析結果は下記のとお

りである．なお、平成30年度入試の怠願紫・調査舎の配点は 180点である＠

①本件入学者保数分も！？

平成30年度の男性入学者は、合計61：名である。そのうち、現役生44量全員が 164点、 1

1良生204!,全員が 144点、 2i食生 IS名全員が 104点、 3i良生 8 ~全員が 80 点、 4浪以上の入

学者 14:j誌のうち7司品が56点、を獲得していることが判明した。

また、周年度の女性入学者は、合計 19名である。そのうち、現役生 12名全員が 84点、

I j食生7名のうち6名が64点を獲得していることが判明した。なお、2浪以上の女性入学

者はO名である。

② 本件第2次試験受験者点数分析

水｛牛エクセノレファイル①においてデータの発見された平成30年度入試の男性の第2次試

験受験者は合計225名である。そのうち、現役生 10名全員が 164点、 lt良生57名のうち52
名が 144点、5名が44点、2浪生42名のうち37名が 104点、 4名が4点、 3淡生284!,の

うち25;:j告が 80 .~ 、 2 名がマイナス 20 点、 4 1食以上の受験者46;:jl,のうち 37;:j自が56点、5

名がマイナス 44点、その他42;:j誌のうち274誌が0点、5.:tがマイナス 100点、を獲得してい
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ることが判明した。

また、本件エクセノレファイル①においてデ｝タの発見された平成30年度入試の女性の第

2次試験受験者は合併 167qーである。そのうち、現役生3I 4'f,のうち28名が 84点、！ ？良生

50名のうち49名が64点、2浪生34名のうち33名が24点、l；名がマイナス76点、3r良生
18名全員がO点、4i.良以上の受験者 12名のうち9名が7イナス24点、 3名がマイナス 124

点、その他22qt,のうち 14名がマイナス 80点、 I＇名がマイナス 180点を獲得していること

が判明した。

③点数分析の整理

上記①及び②の点数分析に2毒づき、平成30年度入試において、性別及び現在証区分に応じ、
点数の集中している点数帯を皇室理すると、下表4のとおりとなる。

［表4]

配点 現浪区分 男性 女性 男女点数獲

現役 164点 84点 80点

t浪 144点 64点 80点

180点
2浪 104点 24点 80点
3 ~良 80点 。点 80点

4 ia以上 56点 ・24点 80点

その他 。点 -80点 80点

平成30年度入試においては、 ①ム主査企.2!!.訟の点数（志願紫・調査舎の採点結果とされ

る点数。次の②についても閉じ。）が、上記表4の点数と一致し、②現浪区分の判明した筋

2 孜試験号験者 392 名の弓 't,. 約 ~o/oの点数が、 上記:ti 4の点数と一致することが明らか

となった。

これに加えて、上記②の点数分併によれば、平成29年度入試と｜司様、平成30年度入試に

おいても、上記表4の区分に応じた点数帯から、 100点を量産点した点数帯に合計26名の受

験者が存在することが明らかとなった。そして、その点数第の受験者l立、 26名全員のいず

れも面綬の点数が50点以下であった。

したがって、平成30年度入試においても、平成29年度入試においても、マイナス 100点

ノレーノレが袋周されていると認められるところ、マイナス 100点ルールを考慮した場合、①性

別、②E見浪区分、③面接の点数が50点以下かどうかという 3つの要素により、現浪区分の

判明した笛2汝試験母鈴者39ロぷの弓民約9］弘の点数（志願潔・調査容の採点結果とされ

る点数）が上記表4に従って機線的に計算できることが判明した。

ウ小括
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以上のとおり、当委員会が、各調査対象年度の性目JJ及び現浪区分に応じた志願緊・翻査容

の採点結果とされる点数の結果を2監理、分続したところ、各Z調査対象年度において、①本大

学の入学者のうち83%（平成27年度入試）ないし最大約96% （平成29年度入試）、②里見i良

区分の判明した第2次試験受験者のうち約83%（平成29年度入試）ないし般大約96%（平

成28年度入試）が性別及び現在主区分に応じて一律に算出される点数を獲絡していることが

明らかとなった。

また、平成29年度入試及び平成30年度入試については、マイナス 100点ルーノレ令考慮、

すると、現浪区分の判明した第2~試験受験者のうち、平成29 年度入試については約97%、

平成30年度入試については約93%の点数（志願票・翻奈舎の採点結果とされる点数）が一

律に算出できることが判明した。

ニの点、仮にA元入試委員長ら4オ告が、志願紫・調査舎の内容を lつ lつ個別に精査し

て採点していたのであれば、 ①入学者の量生大約 96%及ひ⑫現淡区分の判明した第2次試験

受験者の最大約 96%が性別・現I良区分に応じである特定の点数を獲得することは不自然で

あり、個別採点の結果であるとの説明は受け入れられるものではない。

したがって、上記分析結果は、 A元入試委員長らが志願r,{.翻査誉を採点した結果と主張

する点数は個別にその記載内容を吟味して採点した結果ではなく、性別・現i良区分に応じた

一律的な点数綱渡の結果であったものと強〈推認させる．

(2）入試管理システム薗部の分析

本件フオレンジック調査の結果、入試作業’長パソヨンから、①エクセルシ｝トに日占り付け

られた本件笑査で徹霊草された入試管理システムの 3種類の操作画面（いわゆるプリントス

クリーンで、以下に述べる録作厨面①～③を指す。以下、総称して 「本件箇筒Jという。）

及び②，393~分の受験番号、志願緊 ・ 調査替の点数等と思われる数字が記載された表（以下

I本件点数還をJとしづ。）が含まれるエタセルファイル2つが発見された。

本件画面には『2016/02/06J、r2016102101Jという記殺があり、これらの日付は平成28年

度入試の第2次試験の試験日と一致していた。また、本件画面が含まれるエクセルファイノレ

のプロパティの『コンテンツの作成日目的は平成28年2月9日（平成28年度入欽の第21j;: 

紋験の採点、日）であった。したがって、本件画面は、平成28年度入試に関する箇函である

と考えられる。

そして、本件箇面のうち操作画商①においては「男性調盤点jとの記載枠があるところ、

当該枠には r19.0Jと記載されており、 前記（I）イ｛イ）で論じた平成28年度入試において男性

の受験者に一律加算されたことが疑われる点数と一致する。また、本｛牛画面のうち操作画面

②においては r君見淡区分43Jと記載された枠があるところ、『里見1良区分』が ro1の行の 『誠

・3前記脚注41のとおり、本大学では、 『現浪区分Jの『OJ1立現役生、『IJ 1i I t良企．『2Jは2浪生等を
意味し＂（いた。
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豊臣点jの斉IJには r42.0J、『現浪区分jが r1 Jの行の f調E重点Jの？I］には r32.0J、「現j食区分j

が r2Jの行の 『翻E重点Jの列には r22.0Jが記載されてお明、これらの数字は、 前記（1）イ

（イ）で論じた平成28年度入試で現役生、 li食生、 2浪生に一律に加算されたことが疑われる

点数とー致する。

さらに、本件ヒアリング及び本件災査等によれば、入試管理γステムにはピンポイントと

呼ばれる織能があり、ピンポイントとは、特定の受験者を受験番号で指定して、当該受験者

の点数を調整する機能である。ニの点、本件薗iimのうち錬作扇面③においては、 fピンポイ

ントJと記載された枠があるところ、当該操作碩面は、ピンポイン トの機能を用いて特定の

受験番号の受験者に対しf調E重点』の列に記載されている点数を加算するための画面である

と考えられる。実際に、記載された受験祷号の受験者の志願員長・調査容の最終的な点数は、

平成28年度入試において、性別及び現Y良区分に応じて、点数の集中している点数百干｛前記

(1）イ（イ）表 2参照）に操作画面③の『網整点Jの安ljに記載された点数を足した点数に一致す

る。

加えて、本件点数表は、6:ylJから成るところ、左から2夢lj闘に記載された数字を受験番号、

右端 6列自に記載された数字を当該受験番号の受験者に加算された点数と考えると、平成

28年度入試の結果と全て符合することとなり、間入試における第2次試験受験者の性別、

現在員区分による加点状況は前記（1）イ（イ）表2と完全に一致するヘ

この点、水件画面及び本件点数表については、 A元入試委員長らやEを含む本大学の関

係者等から明絡な説明が得られず、いつ設が何のために作成したものであるのかについて

正確かつ詳細な事実は判明していなし、しかし、以上に述べたことを汚え合わせれば、本件

商繭及び本件点数表l立、前記（1）イ（イ）で論じた平成28年度入試における紋別 ・現浪区分に

応じた一律の加点を行うための岡高であることが明白である。

(3) 本件ヒアリングにおける志願緊・調査舎の模量産採点結果と実点数等との差異

A元入試委員長ら4名は、性別・現浪区分とb、う属性を理由とする一律の差別的取扱いを

~定し、実｜擦に個別の志願望~ .調査容を採点していたと主援していたが、志願緊・調査答を

A元入試委良長らが主張する基準（前記3(4）｝で採点した場合、実点数結果につき合理的な

説明が困難であると考えられる志願梨・調査蓄が各調査対象年度に複数存在した。そこで、

当委員会はそれらをピyタアップし、 A元入試委員長らに対し、 本件ヒアリングの場で筏緩

採点、を行ったよで、その結果等について説明することを要請した。

当委員会は、この様縫採点にあたって、公正な翻傘を行う観点から、ヒアリング前に志願

~ · 調査舎の模擬採点を行うことは告知せず、ヒアリングの場で初めて志願緊 ・調査幸子の採

制左から3列目～5列目は、その内訳であり、左から3列自においては現役生には『42J、11良生には
『32J、2i.且生には f22J、それ以外には『OJが記載されており、左から4列自においては男性には
r 19 J、女性には ro』が詑載されていると考えられる．
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点を襲言語した。また、機器量採点の対象と した志願禦・調査書は、性別・現浪区分によるバイ

アス君事を防止するために氏名、生年月日、年齢、性別、高等学校名（男女共学の場合を除く。）、

大学・大学院 ・予備校 ・股言語歴等の情報を巣鎗りした，；.

その結果、 本件ヒアリングにおける A元入試妥員長らの模擬採点の紡果（以下『本件ヒ

アリングにおける線機I*点結呆Jという。）は、 一部を除き、本大学から提供を受けた第 2

~試験成績一覧（水件第2 次試験成績一覧表）の「調査書等J の欄に記載されている長数（A

元入試委員長らが志願察・調査答を採点した結果と主張している点数であり、以下f実点数j

という。） と大きく中自選するものであった。

また、 A 元入試委員長らのうち平成 30 年度入試の緩点をjl~当した A 氏、 B 氏、 C 氏l立、

本件監事監査後、本件監事監査とは別に、 f,[事の求めに応じて、同年度入試の本大学の入学

者の志願虫記・調査軍事について符採点、を行い、 「平成30年度一般入試（入学者・喜平退者）調査

書等の評価明細書 謝3堂書毒事Jとし、う資料を作成しており（以下、同資料に記載された採点

結集を f本件監事監査後の再採点結果Jという。）、項目ごとの内訳点数が記載されている。

この点、 A元入試委員長らによれば、志願3喜・調査舎の笑際の採点結果は査を終の総合計点、し

か記録されておらず、かつ、その過緩や内訳については一切記録に残っていないとのことで

ある。したがって、実点数と本件ヒアリングにおける燦燦採点結果を比較するだけでなく、

内訳が記載されている本件監事監査後の再採点結果と本件ヒアリングにおける様指採点結

果の比較も行った（なお、本件監事監査後の符採点結呆の合計点ll立、事前に実点数の合計点

を伝えた上でその内訳と採点理由の紀殺を嬰読するという手法が取られていたことから笑

点数と一致している。）。

その結果、本件ヒアリングにおける機筋綴点結果は、本件監事監査後のjlj:探点結果とも大

きく相違するものであった．なお、平成27年度入試から平成29年度入試に関しては本件

監事院主主主後の再採点、は行われておらず、この比較は平成30年度入試に限定して行われてい

る。

このように、 本件ヒア リ ングにおける筏燦燦点、結果は、調査対象年度における~点数及び

平成30年度入試に関する本件監事監査後の跨採決、結果と大きな差異が認められ、 A元入試

委員長ら 4名の本件ヒアリングにおける供述の｛言胤位、とりわけ前記 3(2）でまとめた調査

対象年度に関する採点、に関する同人らの主張内容を疑わせる結果となった。とりわけ、 本件

ヒアリングにおける機嫌採点、総巣においては、実点数が低い言平価であったはずの女性・多浪

生の志願紫・制5聖書を衝く評価する傾向が認められた。

また、実点数及び本件監事監査後の再採点結果と本件ヒアリングにおける模被採点結果

に大きな差異が生じた理由と して、 A元入試委員長らが行った弁明は、｜日lき間違いあるいは

“Jニ認のとおり、本調査における志願禁・潟査容の模擬採点は、本件ヒアリングにおいて、黒塗り事事によ
り志願紫 .I司査書の情報及び著書照資料に制約がある中で実施されたものであり、二れらの点は‘銭点結果
の分析や笑点数等との差異の分析において街意すベきものと思科する．なお、いったん泉自民りした志願
察・調査替の模様採点を要おした後、集虫色りを外したものについて採点を要請した場合等、泉主主習しない
で採点を婆錆した場合もあった．
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入力途いがあった可能性がある等、 b、ずれも合理的な漂白とはま宮、められず、不自然な内容で

あった上、そもそも理主自の説明ができない宵を述べる回答も散見された。

このような事情を考え合わせれば、性llll.里見淡区分という属性による一律の差別的取扱い

は行っておらず、実際に志願~・翻王聖書を採点していたとする A 元入試委員長らの主張は、

その信用性に疑義があると言わぎるを得ない。

（の その他ー徐の差別的取扱いの存在を幾わせる事情

本件フオレンジyク軍司王まによって発見され、本件第 21';:試験受験者点数分析で使用した

本件エクセルファイノレ①においては、『2次調総合計jという項目があり、当該項目におい

て、 志願渓・潟釜舎の採点結果とされる実点数が記載されていた。このようなり次官園遊合

計Jというおよそ志願梨・調査著書とは関係のない項目名からすれば、当該項目に記載された

点数は志願禁・制査書の採点結果を記載したものではなく、第2次試験における点数潟獲の

ための項目であると縫認、され、第 2l!);:試験において何らかの点数制鐙が行われていたこと

が窺われる。

また、本件フォrレンジック絢査の結果発見された、A先入試委員長のメール（送信時期は
平成27年度入試の合否判定会議後）の中に、受験者の合否判定について、 f現i良7<6という

区分であったことを是正し号，し、ても合格闘内であったが、面接と適性検査が理由で不合絡と

されたJという内容が記載されていた。本件ヒアリングでこの電子メーノレについて質問を受

けた A元入総委員長は、ニの電子メーノレは、 一般鈴として、世間一般で医学部に浪人生は

合絡しにくいとされていた頃に本大学に浪人生の受験者が集中したことがあったため、そ

の一般論を踏まえての言い回しであったかと思うと説明した。しかし、前記（1）から（3）の点

数分析の結果、本件フオレンジyタで発見されたシステム上の画面内容、縦書華採点の紡呆に

ついての分析を古1j援に、当該文面を絞めば、 この説明内容は直ちに首肯できるものではなく、

上記縫子メールは現線区分による差別的取扱b、を行っているというA5c入試委員長の認織

が記述に表れたものであると強く疑われる。

(5）結論

前記（1）から（4）を企て考え合わせると、当多員会としては、本大学の鈎査対象年度の－般

入学試験（平成27年度入試から平成30年度入試） について、 A元入試委員長ら4名によ

る、性別・現浪区分というm.i，伎による一律の差別的取扱いが行われたものと認めざるを得な

いと結論付けた。

そして、A 元入試袋員長らが入試委員長文は副委員長として調査対象年度の入学試験で

中核的役割を果たしてきたこと、その職責上当然に入学試験の配点の内訳を知っていたこ

46現i良区分7は前記脚注41のとおり『短大差巨 大学中退・大学復学jを示す。
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と、志願禦・潟査誉の配点及。q采点に関し事実に反したと言わざるを得ない不合理な供述・

弁解をしていること等からすれば、A元入獄事主員長らは、総資対象年度のー般入学試験採点

当時において、性別 ・現浪区分という属性を理由とする一律の宣~5)1j的取吸いを認識していた

ものと言わざるを得ない。入試委員会を司り、本楽であれば公正な入学試験の実施に努める

べき貨を負う入試委員長、副委員長が性別・現浪区分という属性を理由とするー体の愛知l的

取扱いを行っていたという事実は、厳しい非難に値するものであり、その資｛壬は緩めて重b、。

また、 A元入試委員長ら4名以外の調査対象年度に関する入試委員については、上記の差

別的取扱いの認、臓があったとは認められなかったものの、織質上、合管制定会議に参加し入

学試験の配点の内訳を知り得る立場にあったことかちすれば、少なくともその任務機怠の

貧低は重いと言わざるを得ない。

さらに、王里事長、学長、学部長らについても、 上記の差別的取級いに認量産があったとは

認められなかった。しかし、少なくとも、後記第4の3で詳述するとおり、遊日If的取扱い

を早期に探知し、是正するための組織としての適正なチェッタ機能が果たせていなかった

と言わぎるを得ず、それそ・れの立場に応じた~督責任は免れないものと考える。
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第4 B京国分析

当委員会は、以上のような調査結果を踏まえ、以下のとおり、性別・現浪区分という属性

を理由とする一体の差別的敗扱い（以下 f本件差別的取扱いjという。）が生じた原闘を分

析した。

この点、前記第3の3及ぴ閑4のとおり、本件差別的取扱いに中心的に関与していたと

みられる A元入試委員長らがこのような取扱いの存在を否定し、なぜこのような取扱いを

行ったのかについての供述は紛られていないため、とりわけ動機や経緯に関する原因分析

には限界があり、以下の分析には仮定や当委員会による推測に義づく部分が含まれること

を付言しておく。

1 公正かつ適正な入学試験を行うという規範意識の欠如

教育基本法は、 fすべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えら

れなければならず、人緑、信条、性別、社会的身分、経済的地位文は門地によって、教育上

差別されない。J(I司法第 4条第 1項）と定める。同法は、国公立学校・私立学校の区別な

く、教青の機会の均等を毒事.!Ii:することを緩い、また、学校教育法に基づく大学設置基準は、

入学試験に関して「入学者の選抜は、公正かつ妥当な方法により、適切な体制lを整えて行う

ものとするJ（同基準第2条の2）と定めている。

また、本アドミッション・ポリシーの「キリスト教的人煩愛に息づき、病める人々の心と

体の痛みがわかり、かっ、 医学・医療の実践者としての確かな専門知徹、盛かな感性ならび

に高い能力を有している医師の育成にカを注いでいます。』等の記織からすれば、 l司ポリシ

ーも、これらの袈索令繊たす限り、合理的な湿簡なく、性別、現浪区分等に応じて箸しくm
点基準を変えることは前提としていないと考えられる。

大学の自治（慾法第23条）、私立学校の自主性（私立学校絵第I；条）も尊重されなければ

ならないことは言うまでもないが、上記教育基本法の精神、大学設置基準、及び本アドミッ

ション・ポリシーに照らせば、本大学の入学試験においても、合理的な理由なく、性別、君主

i良区分等によって量告別することが許されないということは明らかであり、本大学の入学試

験に関わる者は全てこのことを認織して入学試験にあたるべきであった。

前記第3の3及び問4のとおり、 A元入試委員長らが本件差別的取扱いを否定している

ため、その動機の角平明には至らなかったが、本大学の入学試験で最も童主要な役割を抱う入試

委員長及び副委員長は、公正かつ適正な入学試験を実施することをその職務としていなが

ら、本件差別的取怨いに及んでいたものであり、少なくとも閑人らの規範意織の欠如が本件

差別的取扱いを惹起した大きな原凶となっている。

そして、本件差別的取扱いは、その内容、点数の大き~等からすれば、 上記教育iii!,本法 ・

大学設置:!;I;準や本アドミッション・ポリシーのみならず、 －般的な社会通念に照らし、その
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不合理性は明らかというべきである。そして、本件・業jjlJ的取級いについては、性別や現i食区

分に,:r,じた機械的な加点の度合いが年々期加されていることからすれば、公iEかっ適正な

方法で入学試験を行わなければならないという規範窓識は年々希薄化していったものとさ

えいえる。

以上のとおり、本件態別的取扱いの原悶として、上記のようなA元入試委員長ら 4名の

規範意書誌の著しい欠如が挙げられる。

2 入試委員会におけるチェック機能・牽制機能の不全

本大学においては、入試委員会が入学試験の爽絡及び選抜に関する事績を所診してし、る。

調査対象年度において、入試委員会は8名の入試委員で＋構成され、そのうち l名は入試委

員長、 2名が副委員長という体制であった。入試委員会の会裁は、毎年9月頃までは月にl

回、入学試験が本格化する JOfjl長以降は月に21回程度の頻度で開催されており、入学試験

lこ関する事項については、これらの会議において入試委員会員が滋論に参加し決定される

こととされていた。このように入猷委員長及び副委員長だけではなく、それ以外の入試委員

も積極的に関与することにより、入学試験が公正かつ適正に実施されるようチェックし、相

互索制が働くことが期待されていた。

本件ヒアリングにおいて、複数の入試委員から、第 2~試験の合否判定会議に際して配布

された資料等から入学試験要項に記載されていない配点がなされていたことは認織してい

たとの供述が得られている。合夜半I］定会議においてこのような資料が配布されていたので

あれば、会ての入試委員が、入学試験襲攻に記載されておらず、入試要員会での事前審議や

事前決定を経ていない配点が合否判定において考峰、されていることを5君、織することができ

たものということができる。それにもかかわらず、入試委員長・副委員長以外の入試委員が、

合否判定会議やその後の入試委員会において、入試委員会の事前審議や事前決定を緩てい

ない配点について指摘したり、問題機起をしたりすることはなかったのであるから、入試委

員会によるチェアク機能・奇襲伽j機能が作用していなかったものと評価せざるを符ない。

また、A元入試委員長らが入試委員に就任してからの経験が長かったため、他の入試委員

が A元入試委員長らに対して意見しづらかったとの入試委員による供述もあり、健全なロ

ーテーション制度の不存在も、入試委員会によるチェック機能・if;制機能が十分に働かなか

ったー悶となったと考えられる。

以上のとおり、入試委員会におけるチェック・牽/Iii］機能が｛動かなかったことが、本件差別

的取扱いがなされることを許し、また本件i¥'!))11的取扱いが複数年度にわたって継続し、早期

に是正されなかったことの原因となったと評価できる。

3 入試委員会に対する本大学による監是正・是正機能の不全
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入試委員会は教綬会に設憶される機｜羽であり（常自立委員会規程第1粂及び第3粂（！）｝、常

置委員会規程のほか、入試委員会の運営に必要な事項は、教授会の識を経て学長が定めるも

のとされている（問規程第 14条）が、入試委員長は学長によって指名され（閑規程第B条

第 l）質）、入試委員長は入試委員会の審議の経過及び結果を学長及び医学部長に報告するこ

ととなっている（同規E星第 13条｝。また、入試餐員会は医学普B長が管掌することとなってお

り（問規程第4条第 11買）、医学部長は必要に応じて入試委員長と協議し、入試委員会に必

婆な指導、助言を行うこととなっている｛同規緩第4条第2項）。

入試委員会は、入学紋験の公正を総保するために独立性の婆識が極めてi弱い委員会であ

り、学長及び医学部長等の入試委員会の外部の者による入試委員会に対する権限や関与が

過度に強化されると入学試験の公正さに影響を及ぼし得るという側面も否定できない。し

かしながら、入学試験を入試委員会に完全に委ねることが適切であるとはb、えず、学長及び

医学部長には入試委員会から報告を受It、必要に応じ、その公正さと適正さを確保するとの

観点から、 一定の敏管・是正軽量能を果たすことが期待されていたというべきである。

しかるに、木件ヒアりングによれば、学長及び医学部長が、入学試験又は入試委員会に対

し、十分な店主管 ・是正機能を果たしていたとはいえない。

また、本件ヒアリングにおいては、理事長を含む理事らを中心iこ、本大学で性lllJや現浪区

分による差別が行われることはあり得ないとの供述が多数あった。その中には、本大学は企

図的に見ても女性比率が高く、また、浪人生も多い大学と言われているとの供述もあった。

硲かに、前記第2の3(1）ウのとおり、 ヌ巨大学では入学者（推隠入学試験を経由した者を含

む。） に占める女性の害時合は、概ね全国平均をやや上回る水準であり、本大学の公袋資料に

よれば、雑居喜入学試験の合絡者の女性比率は平成27年度以降、 50%を下回ったことがない

ぺまた、本大学においては、男女共同参悶キャリア支援センターによる女性医師 ・研究者

支援活動が行われる等ダイパーシティに関する積緩的な取り組みも存復し、現に入学者に

は身体締害者や相当数の外国籍者等も含まれている。そのため、このような本大学の入学者

の男女比率や取り組み等が、上記理事らにおいて本大学の入学試験は公正かつ適正に行わ

れているはずであるとの誤解を生じさせた一因となっている可能性も否定できない。

加えて、本fヰヒアリングによれば、調査対象年度における入試委良会では会議で議論され

た内容、結論等についての記録化がなされておらず、本大学の入試委員会における重袋な器量

輸や決定の過程が事後的に検証できないような体制となっていた。とりわけ、性別や現浪区

分による繍整点、の付加にせよ、当委員会の~定とは異なるものの A 元入試委員長ら 44包が

主張するような志願禁・調査替の個別採点であるにせよ、その配点や採点基準について一切

記録化もされていなかった。 この点も入試委員会に対するチェyク機能が十分に機能して

こなかった一因といえる。

以上のように、本来であれば、理事長、 学長、医学部長らが公正かつ適正な入学試験の実

”本大学における推勝入学総験の合絡考に占める女性の数t宜、 平成27年度では 15人中9入、平成28年
度では 16人中 10人、 平成29年度では22人中 II人、 平成30年度では3S人中26人であった．
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施について高い規範意識を持ち、それぞれの立場に応じて、入試3委員会に対して適宜、適切

に監替・是正機能を発織しなければならないところ、本大学においては、これらの者による

入試委員会への適切な関与はなかったのであり、これが本件主主別的取扱いの一因になった

と言わざるを得ない。

4 進級率 ・医師国家試験合絡率の偏重

本大学では、平成 22年度頃から留年者数が増加しており崎、入試委員会では、留年者を

減少させ進級喜容を上昇させることが基裂な課題となっていた。また、本件ヒアリングにおい

て、多くの対象者が、~口同音に、本大学の医師国家試験の合格率を上げることが優秀な受

験者の鳩加ひいては大学の維持・存続につながる旨を供述しており、入試委員会においても

医師国家試験の合格率を上げることが lつの1fI要な課題になっていたことが機祭される。

そして、一部の本件ヒアリング対象者によれば、本大学の留年率の割合は、現役生よりも浪

人生．の方が耳石くなる傾向にあり、医師国家試験の合絡事についても本大学入学時点、におけ

る現役生よりillυ、生の方が低くなる傾向にあるとのことであり、また、前記第2の3(2）のデ

ータ分析にも問機の傾向が袋れている。

このような状況下において、入試委員会は、現役生を中心とした若い学生の鍍得が上記の

Hi裂な訊Ulliの達成のための施策になると考えていた。実際、平成29年7JI 19日に開織さ

れた拡大教授会49の資料においては、 『特~すべきは、現役：：！：. ·t i良はストレート進級車字、

及びストレー ト図試合格準が高い｛直を示しているのに対し、 2i.良以上からは樋端に患い結集

となっております。以上の状況に緩みて、入試委員会では現役生の硲保について検討を盛ね

てきました。Jとの記載があり、入試委員会が医師国家試験の合格率を意徹して現役生の獲

得を円指しており、それが鉱大教授会でも共有されていたことが表れている。また、本大学

は、現役生の入学者をk菌加させるために、平成30年度入試から推薦入学試験の募集人数を

担t大した。

このように進級率及び医師国家試験の合絡率の向上という目黒題を設定すること自体は適

切なものであるものの、その意識が本来とは異なる方向に働き、現役区分を理由とする一律

の差別的取扱いを助長し、かっその発覚を遅らせた援因となった可能性があるものと考え

らtもる。

5 本大学から幾われる男性医師偏重の意識

・8本大学によれば、平成20年度には22人、 平成21年度には24人であった留年生の数が、平成22年度
には34入、平成23年度には36人．平成24年度には制人、平成25年度には32人となり、与成26年度
にはお名に至っている。
持拡大教授会とは、特任教校、病院教授、診療教俊等教授会に通衛隊席しない教授に対しても参加を求
め．本大学の方針や取総際i!g.問題点を共有し、理解を深めるために倒俄される会議体である。
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本件ヒアリングでは、一部の本件ヒアリング対象者から、男性医師も女性医師もともに働

ける本大学運営及び医療界を目指すべきである旨の意見が述べられた一方で、少なくない

数の本件ヒアリング対象者が①診療科ごとにおける男女比の偏り却、②医療現場において、

女性医師による出産・育児・家事等に伴う短時間勤務への変更や休職、隙職等への対応が実

際には困難であること等を理由として、医療非の現実的な運営を考えると一定数の男性医

師陣保が欠かせない旨の意見が述べられた。より具体的には、本件ヒアリングにおいては、

子育てによる早退はやむを得ないが、その穴をどのように坦めて患者にどのように対応す

るのかという問題がある、病棟を維持するためには男性際的の方がやりやすいということ

が現実にはある、女性医師が鳩えると休職する医師が生じる可能性が高まり現場で他の医

師に負担が期える、男性医師の方が激務に耐えることができる等の供述があった。

以上からすれば、「男性医師の獄保は必要であるj という意書誌が入試委員らの中にも存在

し、それが入学試験の運営にも影響を及lまし、本件差別的取扱いに結びついた可能性は否定

できない。

また、本大学の卒業生が、本大学附尿病院以外の病院軍事を含めて進絡を決定するとはいえ、

本大学の入学試験において男性を優遇することが、本大学附属病院において『男性医師Jを

確保することにつながり得ることが、性自ljを理由とする一律のili月lj的取扱いのー凶になっ

た側面もあると考えられる。

以上のとおり、入試委員を含む本大学の一部において、 f女性医師よりも男性医師の磯保

が必要であるJとの意識が存在しており、このような意識が、本大学の入学試験において女

性よりも男性を優遇し、男性の合絡者ーを士官加させようと した背景となった可能性がある。

”即l紙の厚生労働省公表資料『平成28年（2016）医師・歯科医師・薬剤師純益の概況Jによれば、金図
的にみて、各種外科｛形成外科、事L熊外科を除く。｝．泌尿器科、循環鵠内科．救急科において男性比率が
比般的両いと認められ、逆に、皮膚科．産婦人科、事LA県外科、眼科、麻酔科において女性比率が比較的高
いと~められる。
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第5 再発紡止策の提言

当委員会は、本調査の結果に基づき、以下のとおり再発防止策を提言する。

なお、本大学は、政事憲主査を踏まえて、自発的に、平成31年度入試に際して、 A元入試

委員長 ・B、C元入試/Bl勢員長ら3名の入試委員長 ・副委員長の任を解き、新たに女性入試

委員をi選任した。併せて、本大学は、募集要項に記載されている項目以外の項聞には百日報し

ない方法で執り行う等の施策を導入したとのことである。これらはいずれも本調査結果に

基づく再発防止策となり得るものであり、以下に述べる待発防止策は、これら既になされて

いる取り組みと一部内容が震なる。

1 公正かつ適正な入学総験を行う意織の商事成

自白記第4の1、問2及び悶3のとおり、入試委員長及び副委員長において公正かつ遜疋な

入学試験を行うとし、う規範意識が欠如していたこと、｛也の入試委員についても入試委員会

における牽制機能を十分に発締しなかったこと、及び入試委員会への政相が十分なされて

いなかったことが本件差別的取扱いの大きな原因となっている。

そこでまず、本大学の執行部門のトップである組事長が率先して、木大学全体における公

正かっ適正な入学試験を行う意識を織成することが必要不可欠である。具体的には、理事長

から、理事、教授、戦員等を含む本大学の全役職員はもちろん、外部に対しても、本大学に

おいては公正かっ適正な入学試験を行い、性別・現i良区分を理由とする一律の加点等の不適

切な取扱いを一切行わない旨の方針を明示的に発信し、かっそれを継続していくことが必

要であると2号える。

また、入試委員会の委員や入学試験に関与する役職員に対して、公正かつ適正で客観性の

ある入学試験を行う意識を維持し高めるための研修・意見交換等の機会を提供することが

求められる。

同時に前記第4の4のとおり、進級準及び医師国家試験合格継をF向上させたいという意

識が現浪区分を理由とするー徐の差別的取扱いの｝悶になったことも認められる。干留年率

を低下させ進級率を上げ、また医師国家試験合格率の向上を間指すこと自体は決して否定

されるべきものではないが、本件差別的取扱いのような誤った手段でこれらの目的が途成

されるべきではないことについても、 トップである重量事長から定期的tこメyセージを発し、

本大学の役職員が手段をiきばずに銀短解決を指向することがないような風土を醸成してい

くことも有効であると考えられる。

2 入試委員会内の相互怒号事l機能の強化

前記第4の2のとおり、木大学においては、入試委員会に期待されるべき牽串IJ機能が十
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分に発事Eされず、本iヰ差別的取扱いを誘づ｜した。

こういった状況に望書み、まず、入試委員会による’E市j機能が正しく発縛され、入試委員長
及び副委員長等特定の委員による専断的行為を防止するようにすることが重要である。そ

のためには、風通しが良く、活発なコミュエケーションが可能な入試委員会の組織体制を作

りよげることが必婆であると考える。具体的には、入試委員長及ぴ副委員長の再任回数に上

限を設ける等して在任期間が過度に長期化することを防ぐべきである。また、入試委員長及

び副委員長らが入試委員に就任してからの経験が長かったことから意見を出しづらかった

という入試委員らによる供述に緩み、例えば、入試委員長及び』副委員長以外の入試委員の中

にも、入試委員長.lill）委員長に対しても忌慨のない意見を言うことができる年次・経歴等の

者を一定数配侵することにより、他の入試委員からも綴梅的に意見が出しやすい入試委員

会とするような運用を行う等の施策を縫ずることも一策である。

また、入試委員長が副委員長を選任するという制度により入試委員長と副委員長との朗11

れ合いが生じることを防止するため、副委員長の選任方法についても牽制が効巣的に偽IJく

手法に切り聖書えることも有効と考えられる。

さらに、入試委員長・副委員長以外の入試委員についても公平な情報共有を行った上でよ

り実質的かつ全般的に入学試験に関与する機会を噌加させ、入学試験の運営や方針につき、

ー告nの者のみによって決定・遂行されるような事態が生じないようにすることが重要であ
ると考える。

これらに加え、入試委員として線数名の女性委員を選任し、本大学において貌われる男性

医師偏重の恵：識について、それが意識的なものか無意識的なものかに限らず、入学試験に影

響を及ぼすことのないよう女性委員の観点からチェックするζとも必要である。構成員の

多綴性は当該組織の~管機能を高めることもあり、その意味においても一定数の女性委員

の存在は重要であると考えられる。

そして、これらの運用が適切になされているか否かについて、入試委員会において定期的

に確秘、し、実情に応じて見直す機会を絞けることも必製であると考える。

また、ヌ巨大学には、遅くとも平成 19年8月から 「公線通報の処理等に関する規線Jによ

って『公益通報処現委員会Jが設鐙されており、内部i曲線制度自体は存在していたにもかか

わらず、本件に関しては当絞制度が利用されなかった。そこで、このような内郎通報制度を

改めて周知し利用を促すことや通報対象事実の鉱大、理事長や学長、学部長らから独n:t生を
有する通報ノレートや外郎通報窓口のま豊備等、内郎通報制度の実効性をi匂める工夫も有効と

考えられる。

3 入学試験制度の透明性及び監督体制の強化

本大学の一般入学試験において、 A元入試委員長ら 4名による本件差別的取扱いが行わ

れていたことを認定したが、このことは、本件ヒアリングによると、 A元入試委員長ら4名
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以外の入試委員は認敵しておらず、また当然のことながら入学試験要項や本アドミッショ

ン・ポリシーにも記載されていなかった．

そこで、本大学の入学試験制度を公正かつ適正なものとするためのチェアクが適切に働

くことを担保するために、入学試験i制度の透明性を高めることが必要と考えられる。具体的

には、配点、や探点基準が入試委員会員に知らされ議論の対象とされるべきことはもちろん、

これらのうち少なくとも点数化される対象・範囲については入学試験婆項に記殺して公表

し、受験者に対して適切に情報を開示することが重要であると考える。その上で、入試安員

会は、配点や採点基準を含めた入学試験制度をありのまま詳細に教授会等に報告し、その内

容が公正かっ適正なものであるかについて機喜容を経るべきである。

また、前官己第 4の 3のとおり、公正かつ適正な入学試験を実施するとの綴根からの入紋

委員会に対する本大学の般傍機能も不十分であったことが本件差別的取扱いの一因となっ

ている。特に、入試~員会での議総の内容の記録化がなされていなかったことが入試委員会

に対する敗僚機能を低下させたー図といえる。

そのため、まずは、学長及ぴ医学部長らによる入試委員会に対する箆管機能を強化する必

要がある。 例え11、入試委員会の議事録や菌己点 ・採点基猶等の入学試験に関するi,;~な情報

については入試委員会の独立伎やこれらの情報の守秘性等に配幡、しながら記録化し、 これ

らの入試委員会に関する資料を入試委員会から学長及び医学部長に対して定期的に提出し、

報告することが必要と考えられる。また、このように入試委員会において記録化を行うこと

は、今回のように何か問題が生じた場合に事後的な検知：が可能としておくためにも有用で

ある。このような記録化を行うにあたっては、形式的に議事録を作成するだけでは不十分で

あり、実質的な議論や決定の過程が明らかとなるように配慮、する必要がある。加えて、本大

学の入学欽験で用いられている入試管理主システム又は入試作業安パソコンへのアクセスや

操作のログを記録する仕組みを整備する等の施策も、事後的な検縦方法として有効である

と思料する。これらの記録の充実化等は、歓事による実効的な段査にもつながるものである。

さらに、入学総験制度が正しく入学試験要項に反映されかつ実際に運営されているか否

かや、入試委員会に対する監督体制が適切に機飽しているかについて、本調査後少なくとも

一定期聞は、本大学内音Bに特別の機関を官空ける、外部有識者等の協力を得る等の有効な手段

を工夫しモニタリングを実施することが効果的であると考える。

なお、 このような入試委員会に対する監管機能の強化施策を行うに当たっては、入試委員

会に対する不当な圧力が許容されるものではないことを意識する必媛があることを付言す

る。

4 女性医師の参画を推進する組織風土の属高成

前記第4の5のとおり、本大学においては、 f女性医師よりも男性医師の総保が必要であ

るJとの意識が存在し、それが本件差別的取扱いの一因となっていると考えられる。本大学
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においては、女性医師の出産、育児及び家事等に伴う休職や労働時間の短縮があることを理

由とする男性医師を｛扇JI(する意織の存在が綴われる。

しかしながら、少乎商船化役会かつ男女共同参商社会においては、女性が出i!ft.後も働きや

すく、復職しやすい職場環境を鐙えることは社会的要請であり、医療界もその例外ではなし、。

また、出産は女性特有のライフイベントであるが、育児・家工事等I立男女を飼わず共通の課題

である．こういった様々なライフイベントを乗り越えて長く働けるf射殺・社会を作ることは、

もはやいずれの業界においても共通の諜魁であり、女性医師が税俗的に活躍できる環境を

護側していく必裂がある。

もとより、本大学は、平成27年4月に「男女共同参蘭キャリア支援センターjを設置し、

その下に「女性医師・研究者支援部会J等の4つの部会を設立して、女性役職員等のキャリ

ア形成支援、女性医師等の離職防止強化、出産・育児後の復職支援等の取り組みを進めてき

た。本大学l立、平成28年には神奈川労働局から、次世代育成支媛対策推進法に器づく基準

迎合一般事業主に認定され、また平成30年には、宇中森川IY息子ども ・子育て:Ji:£産推進条例に

務づき、子育て支援に取り組む事業者として、『かながわ子育て応援団Jの認定を受けたほ

か、具体的な施策としても、附属病院における保育闘の設鑑録、S霊境鐙備にもカを入れてき

た。また、本大学における次世代育成支緩対策推進法に基づくー般事業主行動計画には 『男

性の育児休業取得率7%以上を目線とし、育児参加促進を悶るJ等との目標が掲げられてい

る。

このような本大学における男女共同参画への積緩的な絡策・I啓発活動を、本大学のー部の

みならず全体の取り組みとしてさらに徹底し、芯：織の改革を継続していくことが重要であ

る。
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第6 結語

本翻査の結果、本大学における本件差別的取扱いの存在につき、A元入試委員長ら4名は

一貸し．て否定したものの、当委員会は、A先入試委員長ら4名による本件差別的取扱いが認

められるとの結論に至った。

本大学が、自発的に、これらのA冗入試委員長らについてi華やかに入試委員の任を解き、

平成31年度入試に際しては募集要項に記載されている以外の項目に配点せずに執り行う方

針をとったことについては一定の評価ができるが、本件の問題の本質は入学試験業務に対

するガパナンス不全にあるものであり、入試委員長ら個人の問題とせず、本大学組織全体の

問題としてとらえ、今後実態に施策を総じていく必裂がある。本大学としては、組織改革や

人員の配鐙転換のみにとどまらず、男性や務停受験生を優遇するということが二度と生じ

ないような抜本的な意識改耳互にも併せて取り組んでいくことがZ重要であると考えられる。

当委員会としては、本大学が既lこ取り組んでいる施策に加え、上記原因分析を直線し符発

防止策を具体化していくことにより、公正な入学試験を行う体制lをより強闘なものにする

ことを期待したい。

以上
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別紙

全国診療科j)IJ所属医師数針目

診穣科名
医師数 男女割合

｛単位 ：人｝ 男性 女性

総数% 202,302 77‘8% 22.2% 

内科 21,981 80.3% 19.7% 

呼吸総内科 5,407 78.5% 21.5% 

循環器内科 I 0,489 87.8% 12.2% 

消化器内科（筒H車内科｝ I 0,847 83.6% 16.4% 

腎E構内科 3,689 71.0% 29.0% 

神経内科 4,446 77.2% 22.8% 

続尿病内科（代謝内科） 4，刷。 64.2% 35ι% 

血液内科 2,631 n.4% 22.6悦

t主f崎科 3,691 45. 7"/o 54.3% 

アレルギー科 95 76.8% 23.2% 

日ウマチ科 I ,419 75.9% 24.1% 

感染症内科 473 83.1% 16.併も

小児科 10,355 64.4% 35.6% 

精神科 I 1,747 77.3% 22.7% 

心療内科 2制 72.3% 27.7% 

外科 I 1,293 93.2% 6.8% 

呼吸器外科 1,867 92.5% 7.5% 

心臓血管外斜 3，例6 93.8% 6.2% 

事L線外科 1,537 58.4% 引五%

気管食道外科 83 97.6% 2.4% 

消化器外科（関脇外科） 5,117 93.6% 6.4% 

泌尿器科 5,154 93.0% 7.0% 

目工門外科 170 88.2% I 1.8% 

脳神経外科 6,232 94.0% 6.0% 

盤形外科 I 3,497 94.2% 5.8% 

形成外科 2,079 68.8% 31.2% 

美容外科 9 77.8% 22.2% 

iii!科 4,749 58.5% 引.5%

耳鼻いんこう科 3_,839 74.5% 25.5% 

小児外科 777 80.8% 19.2% 

産婦人科 6,656 57.1% 42.9% 

産科 394 59.1% 40.9% 

婦人科 762 66.0% 34.0% 

りハピリァーション科 2,326 77.7% 22.3% 

＂医療法に i!!iづ＜i基準に従い病院と診療所が区分されるところ、この区分のうち病院に従事する医師数の
統計である。
＂複数の診療将に従事 している場合の主として従事する診療科と、 l診療科のみに従事している場合の診

療科である．
SJ総数にI立、主たる診療科不祥、診療科不詳を含むe



診療科名
医師数 男女割合

｛単位 ．人｝ 男性 女性

放射線科 6,137 75.7% 24.3% 

麻酔科 8,604 60.4% 39.6% 

病思診断科 I ，自63 72.8"/o 27.2% 

臨床検査科 607 79.”も 20.3% 

救急科 3.226 87.4% 12.6% 

臨床研修医 16,697 67.6% 32.4% 

全科 136 86.0% 14.0% 

その他 3.059 77.8% 22.2% 

｛平成29'f. 12月M日付厚生労働省公表資料 『平成28年（2016）医師・宙科医師・薬剤師調査の概況』

に記載の数値を利用し、当委員会が衰の形に型車理した．）




